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令和２年第２回南幌町議会定例会会議録      ６月１７日 

                           （午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって召集されました令和２年第２回南幌町議会定例会を開

会いたします。 

本日の出席議員数は１０名でございます。 

本定例会においては新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの

着用を許可いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本定例会の議事日程は、あらかじめ御手元に配付したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により議長におい

て指名をいたします。 

９番 川幡 宗宏議員、１番 内田 惠子議員。以上、御両名を指

名いたします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

先に、議会運営委員会委員長から本定例会の運営について報告の申

し出がありましたので、これを許します。 

９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 令和２年第２回議会定例会の運営について、去る６月１０日に議長

出席のもとに、議会運営委員会を開催いたしました。議会事務局より

本定例会の提案議案等の概要について説明を受けるとともに、日程及

び運営について協議いたしました。本定例会に付議される案件は、議

会提案として各委員会所管事務調査１件、町からは、令和２年度各会

計補正予算４件、条例関係９件、人事案件１件、報告案件２件であり

ます。以上、提案案件全般について審議いたしました結果、本定例会

の会期は、本日６月１７日から６月１８日までの２日間とすることで

意見の一致を見ております。最後に、議会運営に特段のご協力をいた

だきますようお願い申し上げ、議会運営委員会委員長報告といたしま

す。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとお

り、本定例会の会期は６月１７日から６月１８日までの２日間といた

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本定例会は６月１７日から６月１

８日までの２日間と決定をいたしました。 

●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目 会務報告は御手元に配付したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・２番目 南幌町議会報告懇談会実施報告をいたします。 

本件につきましては、令和元年第３回議会臨時会において、議員全
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員の派遣を議決して実施したものであります。これにより南幌町議会

まちづくり特別委員会委員長より報告させます。 

７番 石川 康弘議員。 

石川議員 それでは、令和元年１０月から本年２月までに行われました議会報

告懇談会の結果を御報告いたします。南幌町議会報告懇談会実施報告。

令和元年第３回南幌町議会臨時会において、議員全員の派遣を決定し

た議会報告懇談会を実施したので、その概要を次のとおり報告します。

１実施日程、令和元年１０月１７日から令和２年２月２３日までであ

ります。２実施内容、日頃の議会活動を報告し、町民との懇談の機会

を設け、今後の議会活動に反映していくことを目的に、２会場に出向

き２日間開催した。前回開催した報告会での意見等の対応報告を行い、

加えて、新たに町内６団体とも意見交換を行った。３結果、２会場に

は１２人、６団体からは１２３人の町民の皆さんの参加をいただき、

会場では活発な意見交換を行った。２会場では、参加者にアンケート

調査を実施した。今回町民から出された意見や要望等は全体で検討を

重ね、今後の議会運営に反映させることとした。４まとめ、今後も引

き続き幅広く町民の声を聞くとともに、議会として情報提供と説明責

任を果たし、開かれた議会を目指していくものである。以上、報告と

いたします。 

議  長 以上で、南幌町議会報告懇談会実施報告につきましては報告済みと

いたします。 

・３番目 町長一般行政報告をいたします。町長。 

町  長 本議会定例会にあたり、４件の行政報告を行います。 

初めに、農作物の生育状況について御報告します。本年は、積雪が

少なかったことから圃場の乾燥が進み、農作業は平年より早く始まり

順調に行われています。５月下旬から気温は高めに推移し、作物は順

調に生育しています。空知農業改良普及センター空知南西部支所の６

月１５日現在の作物状況調査によりますと、水稲は、５月中旬に田植

えが始まり、例年より早く作業を終えたところです。移植後は一部低

温の影響を受けましたが、生育は平年並みに推移しています。秋まき

小麦は、雪腐病の発生は平年よりやや少ない傾向で、圃場間で差があ

るものの、茎数が多く、生育は平年並みに進んでいます。大豆も、平

年より早い播種作業となっています。キャベツなどの野菜については、

早い作型で一部遅れが見られるものの、定植は計画どおり行われ、お

おむね平年並みとなっています。以上のように、春先から天候に恵ま

れ、作物の生育も順調に推移していることから、今後も穏やかな天候

が続き、無事に出来秋を迎えられるよう関係機関・団体と連携しなが

ら、適切な対応に努めてまいります。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策に係る寄付について、御報告

します。新型コロナウイルス感染症対策として、本町に対し多くの寄

付をいただきました。株式会社南幌ソーイング様より布製マスク３，

１００枚、南幌町建設業協会様より防護服１００着、町内匿名の方よ
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りマスク１，０００枚、合同会社ｔｏｍｏ(とも) 様より小中学校用に

手指消毒ジェル２０本、栗山町 鳥山電気工事株式会社様より小中学

校用に空気清浄機３５台、栗山町 有限会社北都様よりマスク５，００

０枚、岩見沢市 玉田産業株式会社様よりマスク１０，０００枚及び

消毒液７５リットル。札幌市 株式会社アリヤス設計コンサルタント

様より次亜塩素酸水４リットル、札幌市 王子・伊藤忠エネクス電力販

売株式会社様よりマスク２，０００枚の寄付が寄せられました。緊急

事態宣言は全国で解除されましたが、引き続き感染症予防の取組は必

要であり、御寄附いただきました物資は、町民への配布や公共施設な

どにおいて有効活用させていただきます。この度の御寄附に対し、深

く感謝申し上げます。 

次に、特別定額給付金の支給状況について、御報告します。国の新

型コロナウイルス感染症対策として、国民一人当たり１０万円を支給

する特別定額給付金につきましては、本町における４月２７日の基準

日現在における対象者は３，４７４世帯、７，４６９名で、５月１日

より電子申請による受付、５月１３日より郵送申請による受付を行っ

ています。６月１５日現在の受付件数は３，３８２件で申請率は９７．

４％、支給件数は３，３３５件で支給率は９６．７％、支給総額は７

億２，２００万円となっています。なお、申請の締切日は８月１３日

となります。 

最後に、町立病院の診療体制について、御報告します。国が進める

「地域医療構想」並びに現在の病床稼働率等を踏まえ、本年８月より、

病床数を８０床から６０床に削減、あわせて療養病床を廃止し、急性

期から回復期へ機能転換を図り、全て一般病棟化することで診療体制

の効率化と収益性の確保を目指してまいります。なお、一般病棟化へ

の転換に伴い、７月から総合内科医師１名を増員し、医師４名体制の

下、訪問診療や当直、救急患者受け入れなど、診療体制の充実を図っ

てまいります。また、診療体制の充実を機に、今後は、更に収益性の

高い「地域包括ケア病棟」の導入を目指してまいります。いずれにい

たしましても、病院経営は厳しい状況が続いていますが、経営の早期

安定化を図り、町民が安心して医療を受け暮らし続けられるよう、地

域医療の役割を果たしてまいります。 

以上、一般行政報告とします。 

議  長 以上で、町長一般行政報告につきましては報告済みといたします。 

●日程４ 一般質問を行います。 

本定例会の一般質問通告者は２名でございます。順番に発言を許し

ます。 

３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 ３番 熊木 惠子です。２問質問いたします。 

最初に教育長に質問いたします。子どもたちの学びと心身のケア対

策は。新型コロナウイルス感染症により北海道から緊急事態宣言が出

され、３月より一斉休校、外出制限や公共施設の閉鎖など、児童生徒
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にとっては大変な状況になりました。学年の締めくくりと新たな学年

のスタートの時期の３カ月もの休校は、子どもにははかり知れない影

響を与えています。５月１８日から分散登校、６月１日から学校が再

開され、先日の全員協議会で子どもたちは大変元気に登校していると

教育長から報告を受けました。本町では、教員による家庭訪問の実施

や図書の宅配、第４回臨時会で可決された児童生徒読書応援図書カー

ド配布事業など、子どもを見守る体制を整える努力がされています。

学校再開にあたり、長期に授業がなかったことは、子どもの学習に相

当の遅れと学力の格差を広げたのではないでしょうか。そこで、次の

５点について伺います。 

１、子ども一人ひとりの生活学習の実態をどのように把握し、実態

に即した柔軟な教育が求められていると思いますが、どのような検討

がされているのか。 

２、学校運営での感染症対策について、身体的距離の確保は本町の

学校現場で全クラスでの実施は可能か。また、マスクや消毒、清掃、

健康チェックなどに必要な用品は十分確保されているか。 

３、学習面での格差が生じないような工夫が求められるが、対策は

とられているか。また、子どもや保護者の相談に応じられるよう、ス

クールカウンセラーの増員など心身のケアにも対応することが必要と

思うが、その対策は。 

４、新型コロナウイルス感染症の影響で、家庭環境が厳しくなって

いる状況も考えられるが、就学援助の申請対象を速やかに受け付ける

措置が行われているか。また、収入が激減した家庭の子どもたちに対

する給食費の補助や支援の考えは。 

５、今後も長期間にわたって感染症対策が求められるもとで、安全

な環境を整え、子どもたち一人ひとりが伸びやかに生活できるよう、

町の支援対策が必要と考えるが、その対策は。また、教職員への感染

拡大を防ぐためにも、教職員が健康に勤務できる環境を整えることが

必要と思うが、どのような対策を考えているか伺います。 

教 育 長 「子どもたちの学びと心身のケア対策は」の御質問にお答えします。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、過去に例のない長期的な学

校の臨時休業を余儀なくされました。引き続き予断を許さない状況に

ありますので、今後も感染症対策を講じながら、児童生徒の学びを確

保していくことが重要と考えます。１点目のご質問については、臨時

休業期間中において、児童生徒の様子を直接確認する必要があること

から、家庭学習や健康観察シートを配布し、定期的な分散登校を行う

とともに、５月１１日から１５日までの期間に学級担任による家庭訪

問を実施し、生活状況や学習実態の把握を行ったところです。 

２点目の御質問については、文部科学省で作成した「学校の新しい

生活様式」において、地域の感染レベルの状況に応じて、教室内での

身体的距離が示され、現状では、一人ひとりの身体的距離を十分に確

保しています。また、マスクや消毒液などの感染症対策に必要な衛生
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用品は確保しており、更に、町内外から寄贈もいただいていることか

ら、現在のところ不足する状況にありません。 

３点目の御質問については、１点目の御質問と関連しますが、学習

面の遅れの対策として、夏季休業期間の短縮や、学習支援員の追加配

置の検討、公設学習塾との連携による授業の振り返り学習が行えるよ

う準備を進めています。また、学級担任や養護教諭を中心に、きめ細

かな健康観察を行うとともに、スクールカウンセラーとの連携による、

児童生徒や保護者の相談対応など、心身のケア対策を実施してまいり

ます。 

４点目の御質問については、就学援助は年度途中での申請も可能で

あることから、既に、保護者に文書を配布し、申請を促すなど、給食

費を含めた速やかな就学支援に取り組んでいます。 

５点目の御質問については、学校再開後における感染症対策を徹底

した上で、社会教育における各種事業や学童保育との連携を図り、児

童生徒が伸びやかに生活できるよう支援してまいります。また、教職

員の朝の検温やマスクの着用、職員室の定期的な換気の徹底などによ

り、安心して勤務できる環境に取り組んでいます。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再質問) 

再質問を行います。今、教育長のほうから５点にわたって答弁いた

だきました。その中で、やっぱり質問に沿った答弁というか、一人ひ

とりの子どもたちの状況を把握するということで、いろいろ今出され

ました。それはすごく共感できるものです。本当に子どもたちにとっ

ては、それまで当たり前だった日常が崩れてしまった影響、これから

どんな形であらわれるのかということが、本当にはかり知れないと危

惧しています。学校に行くのが辛いと感じる子どもも出てくるのでは

ないかなと思います。少しずつ日常を取り戻せるよう社会全体で支え

ていく必要があるのではないかと、まず思います。私も町を通ってい

て、子どもたちがランドセルを背負って帰ってくる時に、２、３人で

連れ立って話をしながら登下校を見ていると、ようやく日常が戻りつ

つあるのかなと、ほっと胸をなでおろしながらも、またこれが２波、

３波と続いて、いろんな形になったときに、どういうふうになってく

るのかなということですごく心配をしています。本町は、私が最初に

述べたように、教職員による家庭訪問とか、そういうのがなかなか近

隣ではされていない中でも、積極的に取り組んだということでは本当

に評価できるものです。先日の全員協議会の中でも、アンケートとか

を取りながら、その家庭の状況というものを今把握しているというこ

とで、それも伺えたことはすごくよかったなと思っています。ですか

ら、その実態に即した形で、これからいろいろ、いろんな面で細かく

検討していくということが本当に求められていて、今、それに着手し

ているということは十分評価もできます。こういう中で、本当にコロ

ナが突然襲ってきて、新１年生、特に新しく学校に入る１年生にとっ

ては、全く校門をくぐる前に、もう閉ざされてしまったということで、
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喜びを思っていたのが、すごく大きな失望に変わってしまったのでは

ないかなと思います。また、卒業とか、進級でクラスが変わるとか、

担任も変わるとかという中でも、やっぱり子どもたちはいろんな形で

受けとめながらも、いろんな思いを抱いていたのだろうなと思います。

今、インターネットによるオンライン授業とか、いろんな形で今回も

この予算にも組まれていますけども、そういうこともいろいろ実施さ

れてはいくんですけれども、やっぱり、私は教育というのは、やっぱ

り人間関係の中で個と個が本当に切磋琢磨しながら、そして言葉を交

わしながらということが基本だと思っています。ですから、オンライ

ンとかそこだけに頼るのではなくて、やっぱり早く日常を取り戻しな

がら、元気に子どもが安心して通える、学校生活を送れる、そして、

今はいろいろ聞くところによると、もちろんマスクでの登校ですし、

大きな声で話してはいけない、歌ってはいけないとか、給食が再開さ

れても、給食のときは無言でというか、できるだけ話をしないでとい

うことが、テレビとかでも映されていて、すごく寂しいなと思います。

でも、感染を防ぐという意味ではやむを得ないのかなと思いながらも、

そういう中でもいろいろ配慮する学校関係者、教育機関の中で、教師

とかいろいろ養護教員とかいろんな形で、今までとは全く違った形で

のご苦労をされているということは本当に思います。そういう中でど

うしたら、子どもの心のケアにも向き合っていけるのかということを、

真剣に取り組むということがまず大事だと思います。 

先ほど１番目の質問に対して、分散登校とかをしながら、あと家庭

訪問を実施してということで、今、実態調査を行ったということが出

されました。繰り返しですけれども、家庭訪問とか分散登校も、いろ

いろこうデータとかを見ますと、本町は、やっぱり一番被害というか、

そういう形で影響を受けたであろう学年を４回にするとか、そういう

形での配慮は、子どもにとっても保護者にとってもありがたいことだ

ったのではないかなと思います。２つ目の質問で、マスクとか消毒液、

それが今のところ不足する状況にはないということでしたけれども、

今までそんなに清掃とかに手を煩わせなかったことが、今は全てのと

ころを拭いたり、そういうことがいろいろということがあるので、そ

ういう意味では臨時職員というか、そういうようなことを考えていく

べきではないかなと思うんですけども、その辺は先ほどの３点目、４

点目のところの質問ともかぶるんですけども、それを新たに考えてい

るということがあるのかどうか、それを伺います。 

また、身体的距離のことで、先ほど問題はないというか確保されて

いるということですけれども、本町では小学校は、小人数というか、

多くない人数で推移していると思うんですけども、中学校に関しても

十分な身体的距離がとれるような状況になっているのか、そこをちょ

っと再度伺います。 

全国的には６月１日から学校が再開されて、最初は分散登校とかで

２０人ぐらいという形でやっていたのが、もうそれが一斉に今までど
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おりの形になりましたよね。そうなってくると、やはり十分な距離は

取れるという状況にはないのではないかなと思うんですよね。そうい

う中でどういう工夫がされているのか、そこで、先ほど中学校のこと

をちょっと伺います。 

また、少人数学級というのは、以前からずっとこれは教職員も求め

ていましたし、保護者の中からもそういう声がたくさんありました。

ですから、最終的には２０人学級とか２５人学級とか、そういう形に

なっていくのがきめ細かい教育を進めるという意味では良いと思うん

ですけども、その点について、文科省の規定とか、それから道教委の

方針とかもあるんですけれども、本町としては、教育長としては、そ

れについてはどのようにお考えか、それちょっと１点伺っておきたい

と思います。 

学習面での格差は、今すぐは出ていないかもしれないけれども、そ

のアンケートとかを取られている中で、家庭にそういう問題とかいろ

いろできる機能があるご家庭と、全くそういうことがないご家庭とい

うのが、先日の全員協議会の中でもちょっと報告されていました。そ

れで、全ての子どもが同じスタートラインに立って教育を受けるとい

うところでは、やっぱり格差があってはならないと思うんですけれど

も、そういう意味で、それをどのように解消していくのか、それを伺

います。 

あと、心身のケア、学習面のケアについても、先ほどスクールカウ

ンセラーとかも検討していくということでしたので、そこはぜひ、子

どもの心とか、保護者のいろいろな相談ごとに真摯に向き合って、そ

こを早急にしてほしいなと思います。それについても、もし再度答え

られればお願いいたします。 

あと、就学援助については、先ほど年度途中でも申請が可能である

ということで、既に文書を配布したということでした。給食費も含め

た支援というところで、取り組んでいますということでしたが、要保

護、準要保護世帯については、全国いろいろの自治体の中で、やはり

休業期間に学校給食を、本来ならば学校で摂れていたのが、休みにな

って摂られないと、その家庭も経済的に逼迫しているという中では、

やっぱりそこに対する補助を行うと、それを実施しているという自治

体があります。例えば、就学援助の対象者に、市がお米１０キロを配

布している。それは福島県の郡山市などでもありますし、あと、食事

券というか、いろいろそういうものも出しているところもあります。

就学援助について、要保護児童生徒援助費補助金、学校給食費の取り

扱いについてということで、５月１９日に文部科学省初等中等教育局

健康教育食育課から、各自治体に通達が出されています。そういう中

で、各自治体で取り組みをするようにということで促しているのです

けども、そういう中で、事務連絡の添付資料の中に、先ほど申しまし

たお米の配布だとか、就職支援金を実施しているところもあるという

ことが示されていました。臨時休校を受けて、ネグレクトとか生活困
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窮の家庭に対しての支援ということが、すごく必要になってくるので

はないかということがあるので、この辺の通達を受けとめて、本町で

はどのように、先ほどは支援していくということだったんですけれど

も、そこの具体的な支援について伺いたいと思います。 

５番目なんですけれども、長期間にわたって感染症対策が求められ

ていくということが予想されるんですけれども、先ほど、教職員の通

勤とか教育環境をどのように利用していくのかという質問の中では、

社会教育における各種事業などを、学童保育などと連携を図り児童生

徒が伸びやかに生活できるよう支援していくと。また、教職員の朝の

検温やマスクの着用、職員室の定期的な換気の徹底を図るということ

でしたけれども、やはり教職員の大きな負担というのがこれから考え

られると思うんですけども、それに対して配慮しなければ、やはりコ

ロナ禍で教職員も倒れてしまうことがあってはならないと思います。

そういう意味で、先ほど１番、２番でも述べたんですけれども、臨時

の清掃員とか事務員などの配置、その辺を検討するということでした

けども、具体的にどのように検討されているのかを伺います。以上で

す。 

議  長 教育長。 

教 育 長 

(再答弁) 

 

まず、本町では、この新型コロナの関係で子どもたちは本当に大変

辛い中で自宅での在宅、そして学校再開後も元気で通っていることを、

先ほどお話あったようになっておりますけれども、本町の学校での清

掃の関係をまずお答えをしたいと思いますけれども、清掃については、

基本的に子どもたちは教室の掃き掃除だけとなっておりまして、ほか

の部分、子どもたちがよく手を触れる場所ですとか、トイレ、あるい

は手すり等については、全て学校の職員で毎日行っている状況です。

そこで、最後の質問とも関連しますけれども、今の体制については、

先生方も授業が終わって、翌日の学校の準備等もございまして、業務

はかなり多忙になっております。そうした中で、今後検討する学習支

援員、あるいはスクールサポートスタッフ、これが国の二次予算の中

で出ておりますので、その辺を本町として活用できるかどうかも含め

て、教育委員会内部で協議をさせていただいて、良い方向に持ってい

きたいなと考えているところでございます。 

それから、少人数学級の関係でございますけれども、本町において

は、最大で小学校で１学級２５人、中学校で３０人程度の学級規模と

なっております。それで、この間隔と申しますか、子どもたちの今回

の感染症にかかわる形で、文科省のほうからは衛生管理マニュアルが

示されております。その衛生管理マニュアルの学校の行動基準という

のがございまして、まず地域の感染レベルはレベル１からレベル３ま

であります。本町においては、現在レベル１という一番低いランクの

状況に位置付けされております。したがって、レベル１での身体的距

離の確保という面では、１メートルを目安として確保してくださいと

いう指示でございます。また、感染リスクの高い教科の活動や部活動、
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あるいは学校給食については、十分な感染対策を行った上で実施して

もいいですよという基準になっております。こういったことから、大

きな制約のない中で、小中学校ともにそれぞれのクラスの中で授業を

行っていると。また、先ほどお話ありましたが、例えば、音楽の時間

で大きな声を出すなということでございますけれども、マスクもした

中で廊下の窓を開けて換気を良くしながら、歌を歌うといったことま

でできるようになってきている状況です。そして、少人数学級の考え

につきましては、本町については夕張太小学校とみどり野小学校、南

幌小学校の３校が統合をされた時点から、少人数学級に取り組むとい

うことですので、この形については引き続き行っていきます。また、

学級人数がふえた学年については当然、町単費の中で教職員を充てる

という形で進めていきたいと考えております。 

また、先ほどの心身のケアの関係でございましたけれども、現在、

スクールカウンセラーについては、週２回中学校に来て、相談を受け

ている現状です。また、小学校から要請があれば、中学校と時間調整

をしていただいて相談を受ける体制と現在はなっています。また、状

況によっては相談回数もふやすことも可能であるということでして、

カウンセラーを導入するというのではなくて、今の体制の中で進めて

いきたいということです。 

次に、就学援助の関係でございます。特に給食費の支援の関係でご

ざいますけれども、現在本町においては、主食である米、小麦等につ

いては、全額町で負担をしている施策を行っているところでございま

す。保護者、各家庭については副食のみとなっております。それで、

実際に分散登校が５月の数日間ありました。ただ、これについては、

あくまでも給食については、各家庭で負担をしていたと。逆に夏休み

期間、今までですと夏休みは給食がなかったわけですが、今度は夏休

みはおおむね１０日程度、今足りない時数の分を確保するために授業

を行う予定をしております。そこについては、給食を出す形をとるよ

うにしておりますので、家庭の負担をなるべく少なくしていきたいと

考えているところでございます。そのようなところでございます。 

議   長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再々質問) 

御答弁いただきありがとうございました。少人数学級については、

本町は今２５人から３０人ということで実施されているということで

した。中学校においての距離とかは、今はレベル１ということでクリ

アしているということなんですね。それは理解しました。 

あと、学習の遅れということに対して、いろんな形で行われている

と思うんですけれども、スクールカウンセラーについて今現在は中学

校でということで、小学校からの要望があればやっていくということ

なんですけれども、今現在、アンケートとかを取って、それから実際

に６月１日からもう２週間になりますけれども、そういう中で保護者

の方からはいろいろ相談とかが寄せられているのかどうか、その辺が

もし解れば教えてほしいと思います。また、子どもたちの中で、困り
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ごとというか、いろんな形での訴えというか、そういうのが学級担任

を通じてでもそういうことが行われているのか、それがあれば教えて

ください。また、コロナによって職を失ったとか、パートに行ってい

た方が仕事が無くなって、本当に生活が逼迫しているというような形

でのとらえ方というか、その辺はどのようにつかまれているのか。実

際に本町の小学校や中学校の児童生徒の中で、どれぐらいの家庭がそ

ういう意味では大変なことになっているのか、もしそれがつかめてい

れば、それも教えてほしいのと、そこに対する補助というか、そうい

うのを手厚くやっていく必要があると思うんですけども、その就学援

助はすぐ今、引き続きやっているということで、申し出とかも現在は

もう来ているのかどうか、それについても伺いたいと思います。 

子どもの問題は、今は単に学校に通っている保護者とその子どもだ

けの問題ではなくて、やっぱり全国民、全町民というか、それを支え

ていく私たちの問題でもあると思うんですよね。ですから、町として

というか、私個人もそうですけれども、未来を担う子どもたちを本当

に町を挙げて応援しているんだというメッセージを伝えながら、町が

温かく見守っているんだということを、やっぱりいろんな形で発信し

て、子どもたちを本当に守っていくんだというところをしていくべき

ではないかなと、今もしていると思うんですけども、その辺で教育長

に何かお考えがあれば。その中の一つで、図書カードを送ったり、休

み期間中も図書の貸し出しを行ったり、届けたりということがあると

思うんですよね。それによって本当に子どもが今、テレビで結構虐待

とかいろんなことが出ているので、そういう中でやっぱり救われた親

子は多いと思うんですよね。ですから、そういう意味で、保護者に向

かって何か発信することが必要ではないかと思うんですけども、それ

がもしあれば伺いたいと思います。 

議  長 教育長。 

教 育 長 

(再々答弁) 

熊木議員の再々質問にお答えをいたします。まず、スクールカウン

セラーの関係ですけれども、小学校あるいは中学校の保護者からは、

特にこれまでの間で相談等が１件もございません。また、子どもたち

につきましても、家庭訪問、あるいは学校に来てから子どもを、先生

方も注意して様子を見ているわけですけれども、その中においても特

に訴えもなければ身体的な変化、あるいは精神的な変化はないという

報告を受けております。それから、コロナによる失業者等への把握の

関係ですけれども、私のほうでは今、町の社会福祉協議会に生活資金

小口融資の相談をされている状況を把握しております。その中で、小

中学生の児童生徒さんのお子さんがいる家庭が確か２世帯、その中に

含まれていることを承知しています。就学援助の追加申請を受けてい

く中で、そのご家庭については、就学援助を受けている家庭もほかに

ありますが、受けていない家庭が２世帯あるわけですけども、受けて

いない家庭については、今後追加申請の中で申請が来なかった場合は、

こちらのほうからお話をさせていただいて、少しでも就学援助の目的
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に沿うような形を進めていきたいなというふうに考えております。 

それから、最後にその考え方というか、それについてですけれども、

子どもたち、今回の新型コロナウイルスの感染症に対して、健康で安

全な生活を過ごすために知識や態度を得ることができたのかなという

ふうに思っております。そして、友だちや家族、あるいはその大切さ、

学ぶことの大切さなどについても気がついてくれたのではないかなと

思うところです。これまでかつてない緊急事態宣言というものにも動

揺しながらも、一生懸命学校に登校して進んでいこうといく姿に対し

ては、教育委員会といたしましてもできる限りの手立てを講じてまい

りたいと考えております。 

熊木議員 ２問目に移ります。 

町長に伺います。防災体制の見直しについて。新型コロナウイルス

感染症が収束されない中で、私たちの暮らしに関わる問題は大きく見

直しが必要となっています。災害から町民の安心・安全を守るため南

幌町地域防災計画を策定していますが、避難所のあり方や人と人との

接触、備蓄用品の点検、見直しなどが必要となってきます。 

本町は、海、山が身近に無く、地震や豪雨等の災害が想定されるこ

とから、災害に備え新しい社会のあり方を探求する必要があると思い

ます。 

そこで、次の４点について伺います。 

１、現在の南幌町地域防災計画では、小中学校の体育館、改善セン

ターなどが主要な避難場所となっていますが、人口が密集することか

ら新たな感染クラスターになる危険性があります。それら避難所の安

全性をどのように確保するのか。また、防災計画の見直しについてど

のような対策を練っているのか。 

２、高齢者や障がい者、乳幼児、妊産婦へのサポートをどのように

していくのか。 

３、避難所での簡易ベッド、パーテーションパネル、敷物、マスク、

消毒剤、食料、水の備蓄など今までの備えでは不足するものをどのよ

うに確保するのか。 

４、２年に１回の防災訓練が本年実施される予定となっているが、

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中で当初の計画どおり

開催できるのか。 

町  長 防災体制の見直しについて、の御質問にお答えします。１点目の御

質問については、北海道より避難所における感染症対策として、人を

分散させるため可能な限り多くの避難所を開設、親戚や友人宅等への

避難検討、避難者等の健康管理、手洗い・咳エチケット・三密を避け

るなどの衛生管理、十分な換気とスペースの確保などの対策が示され

たことから、本町においても同様の対策を講じるべく、避難所運営マ

ニュアルを改正し、安全性の確保に努めてまいります。 

２点目の御質問については、家族単位での換気機能を有する部屋へ

の優先収容や状況に応じた福祉避難所への案内、保健師による巡回な
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どの対応により、高齢者や障がい者、妊産婦など支援が必要な方への

配慮を行ってまいります。 

３点目の御質問については、避難所の備蓄品は感染症対策備品を含

め、災害備蓄品整備計画に基づき整備を進めています。新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴い、今後さらに感染症対策に係る備蓄品が必

要と考えることから、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金などを活用し、順次整備を進めてまいります。 

４点目の御質問については、本年度の防災訓練は、町民を対象とし

た防災学習会と、町職員と関係機関が連携した災害対策本部設置・運

営訓練を予定しています。新型コロナウイルス感染症の状況から判断

すると、現段階では、町民が参加する防災学習会の実施は難しいと考

えます。そのことから、広報誌により災害発生時において町民がとる

べき行動などについて普及・啓発を行ってまいります。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

（再質問） 

再質問いたします。ただいま町長から御答弁をいただきました。そ

の中で、ことしの２月に災害備蓄品一覧表というのが出されています。

そこの中に、かなり詳しくいろいろ出されているんですけども、ここ

に無いもので今後必要になってくるものというのはどのように出して

いて、今検討されているのか、それちょっと１点確認したいと思いま

す。 

また、本当に想定外というか、そういう中だけれども、災害に備え

て準備するものは準備しておかなくてはならないということで、私は

思うんですけれども、いろいろ研修というか、その防災に対する、今

までと違った形で職員とかその担当の研修というか、そういうものは

行われる予定があるのか。先ほどの防災訓練の中で、町民が参加する

防災学習会の実施は難しいということですけれども、まず先に職員が

これに対して、どういうふうに、こういう場合はどう動いたらいいの

かというあたりを、そういうようなものは町としてやる計画があるの

か。また、空知総合振興局とかの大きな機関の中で、そういう研修会

が今後されますというような案内というのがあるのかどうか、それち

ょっと１点伺います。 

今、第２次補正のそういう中で、いろいろとパーテーションですと

か、簡易ベッドとか、いろんなものが予算化されて購入されると思う

んですけれども、繰り返しテレビとかでも、いろいろこうなったとき

に、どういうふうにやったらスピーディーに、安全を守るためにでき

るというようなのも結構報道とかされていますし、インターネットで

もいろいろ出ていますけども、そういう中で必要なものというか、本

当にこれを備えれば安心というか、そういうふうなものの見極めとい

うのも必要になってくると思います。検温の体制だとか、もし避難し

てきて、その避難場の中でクラスターが発生した場合とか、そういう

時に備えて二次感染を防ぐために緊急にいろんな形の措置をしないと

だめだと思うんですけども、その辺の計画がどのように練られている
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のか。今やっている最中かとは思いますが、そこがどういう会議体の

中で議論されて、どのようにしていくのかというところが、もし具体

的に今現在の段階で分かれば伺いたいと思います。 

また、公共施設が避難場所になるということでなんですけれども、

どういう災害が起こるのかもわからない中で、それは町民を対象にし

た形で、十分な避難場所を確保できるというふうに考えているのか、

それも伺いたいと思います。 

防災訓練については、４点目のところで、先ほど実施は難しいとい

うことでしたけれども、今までも２年に１回の防災訓練という中で、

いろいろ想定した中でグループ協議をしたりということを今までやっ

てきています。それが、やっぱり何らかの形で町民への喚起を促し、

知識としてこういうときにどういう動きをしたらいいのかということ

を少しずつ身に着けている町民が多いと思うんですけれども、やっぱ

りそれを途絶えさせることなく続けていくとことが必要だと思うんで

すけども、広報誌などによる災害発生時においての町民が取るべき行

動ということについて、今啓発を行うということだったんですけれど

も、それがやっぱり見てわかりやすい、これを見て自分はこういうふ

うに動こうと思えるような、そういうわかりやすいものでぜひ啓蒙し

てほしいと思うんですけれども、その辺はお考えがまとまっているの

であれば、伺いたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

熊木議員の再質問にお答えをいたします。どんなものが足りないの

か、どうなのかというお話でありますが、ある程度、その備蓄計画に

基づいて進めてきております。したがって、今回のコロナでも使える

ものもあります。使えないものはというのは、今最初に御説明したと

おり、北海道あるいは国からの避難所の関係の新たな対策が出ており

ますので、それに密にならないようにということでありますから、当

然そういう仕切り、大きな会場でありますので、そういうことも当然

やっていかなければなりませんし、そうすると今の新型コロナ、ある

いはインフルエンザもそうですが、体温計を各避難場に全部用意しな

くてはならないとかいろいろ出てきて、道からいろいろ今ようやく出

てきておりますので、それに基づいて新たな臨時交付金の中で進めて

まいりたいなというふうに思っております。 

それから、職員の研修はどうなんだと。これは毎年のようにいろん

なとこで研修がありますので、派遣をしながら毎年のようにやってお

ります。したがって、ことしは町でどこまでできるか、ちょっと今の

コロナの関係でわかりませんが、できる限り職員にはそういう避難場

の関係もございますので、覚えていただく訓練は必要かと思っており

ます。ただ、収束がある程度見えないとこれはまたできないので、職

員がうつったということになっちゃうとまた大変なことになりますの

で、関係機関とも協力いただければ各担当でもやりますけれども、そ

の辺はまだ情報交換できておりませんので。 
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それと、避難所の運営もうちには山がないということで、二次災害

がないです。そういうところに対して避難所のことについては今、先

ほども答弁させていただきましたけれども、自宅で待機するとか、あ

るいは友人宅に行くとか、親戚や身内のところに行くとか、そういう

手法も出てきておりますので、それらも検討しながら、何でもかんで

も避難所へ来なくてはならないのかと、そういう問題ではないのかな

というふうに思っておりますので、それらも十分情報を集めながら体

制整備をしていきたいなというふうに思っています。どちらにしても

今、国と北海道がいろんな支援が毎週のように出ていますので、それ

が固まり次第、うちとしても手落ちのないように住民の皆さんに負担

を不安をきたさないようにいろんなものを想定をしながら、必要なも

のもお金もかかりますけれども、大事なものはやっぱり用意していか

なくてはなりませんので、それらを検討しながら進めていきたいと思

っております。 

また、町民の方には、そういう機会があるごとに、いろんなことで

やっぱり覚えてもらう、頭の中に残っていただくというのが大事かと

思っておりますので、避難する場合はどうなるのだとか、災害があっ

たときどうなるのだということも常に啓蒙活動、啓発活動していかな

ければ、忘れられたら大変でありますので、これは広報等いろんな媒

体を使いながら今後、町民の皆さんに伝えていきたいなとそんなふう

に思っています。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再々質問) 

再々質問を行います。研修については、確かに今、たくさん集まっ

てということはできない状況なので、それは十分わかります。いろい

ろ毎年やっているということでしたけれども、私は、ちょっと話がそ

れますが、南幌町の広報がすごく見やすくて、わかりやすいというこ

とで、町民にもすごく評判になっているんですけれども、やはり職員

がこういう研修に行って、例えば防災ではこういうことを学んでとい

うあたりを、何かコラムというか何かそういう特集でもいいですけど

も、そういう形で載せてもらうことで、そういう形でも役場では頑張

ってやっているということがわかると思うんですよね。やっぱりそう

いうことも、これから大事になってくるのではないかなと思うので、

そこはぜひ検討していただきたいと思います。 

また、町長が、先ほどうちは山がないということで二次災害がない

のだからということを、こういう防災の質問のときに町長は必ずそう

おっしゃるんですけれども、確かに山がない海がないというのがある

けれども、二次災害というのは、山とか海とかあるだけではなくて、

やっぱりいろんな形での災害が予想されるので、やっぱりそこのとこ

ろそういうふうに言い切るというのはどうなのかなと私は思います。

ですから、やっぱりいろんな災害に備えて、万全にやっていくことが

ますます大事になってくると思います。誰でもやっぱりみんな、災害

が起きないということを願っていますし、だけども、いつどんな形で



１５ 

 

災害がやってくるかわからない、予想がつかない、そして近年では自

然災害というのが本当に猛威を振ってやってくるので、予想外のこと

が起きているという状況です。そういうときにも、やっぱり慌てない

ために一人ひとりがどういうように自分を守るのかということ。本年

３月の一般質問の中でもそういう話を質問された議員がいらっしゃい

ましたけれども、やはり最終的には、自分がどのように命を守るのか

とことに尽きると思うんですよね。前にも、一人ひとり自分で守るこ

とと、例えば近くでその町内会単位とか、いろんな形で自主防衛組織

とか、いろいろなことが今言われていて、だけどなかなか難しいとい

うこともありますけれども、やっぱり日頃から災害とかいろんな事故

からどういうふうに守っていくのかということを、小さな単位で話が

できるようなのというのがすごく必要だと思うんですよね。そういう

中に、本町が取り組んでいるいろいろミーティングとか、高齢者を中

心にそういうものをやったりして、それも一つなんだと思うんです。

ですから、そういうことを充実させていきながら、災害についても、

防災計画だからそれをするというだけではなくて、日ごろから、やっ

ぱりそういうようなことを啓蒙しながら、町を挙げて自分の命を守っ

ていこう、そのために隣と手をつないでということがますます必要に

なってくると思うので、それをぜひ呼びかけていただきたいと思いま

す。 

あと、避難場所とかハザードマップとかが町民に配られていますし、

それを置き忘れないで必ず目に付くところということで、私も以前提

案してすぐに作っていただいて、玄関とかに貼っておけるように、何々

地域は避難場所がどこですというような形のものを作っていただきま

した。やっぱりそういうのを１回作ったから、もうそれで終わりでは

なくて、忘れないようにそういうことをこれからも続けていくとこと

が大事かと思います。１点なんですけれども、ことしは防災訓練がな

いということで広報でこれからいろいろ周知するんですけれども、や

っぱり普段からそういうことの備えをどうするのかというところを、

何か特集とかそういう中で町民に知らせていく、そこのところを工夫

してほしいなと思うんですけれども、それについての考えがあれば伺

いたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

熊木議員の再々質問にお答えをいたします。私もいろんな首長さん

とお話をして、災害の全国の災害のあった首長さん、私もそうですが、

せっかちで早く動いたのが一番だめだと。うちに似た山のないところ

は、ゆっくり自分のところをまず見極めてから行動がとれる。町民の

皆さんを作ったほうがいいよと、急ぐことによって夜なんかに動いた

ら、逆に穴に落ちたとか、車がひっくり返ったとかと、そういう事例

がたくさんあるようです。ですので、私はゆっくり皆さんの状況を見

極めて、避難できる体制づくりはしていきたいなとそんな思いをして

います。ただ、水害だけはちょっと違うと思います。地震だとか、今
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回のコロナもそうですが、その辺の状況をきちっとしていかないと、

二次感染、コロナで言えば二次感染、三次感染というのがございます

ので、それはもう見極めながら、あるいは地震のときも大きな地震ほ

ど大変な事態がどこで起きているかがわからない、それは町で把握し

てからきちっとしていかないと、みんなが来て殺到して来られたらど

こにも避難所があると来られても、全員がうちの公共施設でおさまる

か、７，４５７名が収まると言われると、そうはならないと思う。で

すので、まずそういうことの状態も把握しながら、これは職員の訓練

も当然していかなくてはなりませんけれども、いろんな団体でそうい

う訓練がある時には参加させていただいて、マニュアルを作るときの

参考にさせていただいております。今後もことしはコロナの関係で、

この防災訓練が難しいということで当然今思っております。したがっ

て、広報を通じて今、特集とかそういうことの町民周知をしていきた

いなとそんなふうに。まだ、コロナがどこで収まるかちょっとわかり

ませんし、幸いうちのところではまだ出ておりませんが、これが出て

くると、またそっちのほうに相当精力をつぎ込まなくてはなりません

ので、その辺の状況を見ながら、広報などを活用して町民周知を図っ

てまいりたいとそんなふうに思っています。 

議  長 以上で、熊木 惠子議員の一般質問を終わります。 

次に、２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 町長に１問質問させていただきます。新型コロナウイルス感染症か

ら高齢者を守るための対策は。この度の新型コロナウイルス感染症拡

大で北海道でも緊急事態宣言が発令されました。これまでの自粛生活

で、心理的抗うつ傾向が子どもから高齢者まで全世代にみられると言

われています。さらに肥満、筋力低下、メンタルヘルスの悪化、免疫

力の低下など基礎疾患の悪化が生じる可能性も高まっています。新型

コロナウイルス感染症拡大の第３波が警戒される中、長期戦を踏まえ

たうえでの備えが大事だと考えます。高齢者の重篤率は非常に高く、

新型コロナウイルス感染症の健康二次被害として認知症や要介護状態

になるリスクもあります。ワクチンの開発は急がれておりますが、新

型コロナウイルス感染症拡大が警戒される中、住民が安心して暮らせ

るよう、さらなる体制づくりが必要と考えます。 

そこで、次の５点について伺います。 

① 本町においてこれまで外出自粛に伴う運動不足や社会参加の減

少で、健康二次被害が懸念されますが、今後の取り組みと対策は。 

② 町のホームページでは新型コロナウイルス感染症に関する大事

な多くの情報が掲載されております。このような非常時こそ、ホーム

ページを見ていただくことが大事と考えますが、防災無線放送でのホ

ームページ閲覧の呼びかけなど、より多くの町民が活用できる考えは。 

③ 新型コロナウイルス感染症に関する情報が多く錯綜する中、先

の見えない不安や身体的不安、経済的不安を抱える高齢者が安心でき

るよう、庁舎内に新型コロナウイルス相談窓口設置の考えは。 
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④ この度、国から新型コロナウイルス感染を想定した「新しい生

活様式」が公表されましたが、その中で示されたオンラインによる遠

隔診療、オンライン帰省、自宅での動画による健康運動などは高齢者

にとってハードルが高い内容となっています。町として、この「新し

い生活様式」を高齢者にどのように理解いただき進めていくのか。 

⑤ 車を持たない高齢者が発熱や咳など新型コロナウイルス感染症

の疑いで病院を受診する際に、タクシーや知人の送迎が困難な場合、

町としてどのように対策を考えているか。 

町  長 新型コロナウイルス感染症から高齢者を守るための対策は、の御質

問にお答えします。１点目の御質問については、介護予防事業は、北

海道の緊急事態宣言により休止していましたが、現在は、緊急事態宣

言が解除されたことから、国や道の基本方針等に基づき、感染予防対

策が整った事業から随時再開しています。今後も高齢者の心身機能の

低下を予防するために、感染拡大の状況を判断しながら、現行事業の

中で取組を行ってまいります。 

２点目の御質問については、新型コロナウイルス感染症の情報提供

は、ホームページの他、町広報誌、新聞折り込み、地デジ広報等で行

っていることから、防災無線放送でのホームページ閲覧を周知する考

えはありません。 

３点目の御質問については、高齢者の健康や生活を支える相談は、

地域包括支援センターに総合相談窓口を設置し対応していることか

ら、庁舎内に新型コロナウイルス相談窓口を新たに設置する考えはあ

りませんが、各課連携の下、相談体制の充実に努めてまいります。 

４点目の御質問については、「新しい生活様式」の中には、オンライ

ンの活用も述べられていますが、実践をお願いする主なものは、日常

生活を営む上での感染予防に係る内容であるため、広報誌や各種事業

等で周知を行い、高齢者の理解を図ってまいります。 

５点目の御質問については、感染症の疑いで医療機関を受診する際

は、まん延防止のためにできる限り接触を避けるなどの対応をとる必

要があり、受診する医療機関を含め、送迎などが困難な方の移動方法

等については、保健所と連携し対応してまいります。 

議  長 ２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再質問) 

それでは、１点、１項目ずつ再質問させていただきます。まず１番

ですが、今回のコロナウイルスは、高齢者にとって、本当に長い自粛

生活によって、体力の衰えや感染拡大を懸念して心理的な不安を抱え

て生活している高齢者の方もいらっしゃいます。今後は、高齢者を社

会的に孤立させない具体的な支援策が重要になると考えています。本

町の健康促進事業も開始されました。これまでとは、今までとは違い、

マスクの着用ですとか、距離を取る、またはできるだけ会話を避ける

など、高齢者にとっては本当にストレスを抱えながらの生活をまだ続

けなければいけません。今まで外に出て活用していた方が２週間寝た

きりになると、７年分の筋肉量が失われると言われております。今回、



１８ 

 

保健福祉課で作られた健康体操のＤＶＤですね、広報の裏に書かれて

いたので、御存じの方も多いと思いますけれども、それが無料配布を

されております。自宅で感染の心配なく、そのような健康促進を図る

ことができるということは、本当にいいことだなという思いはしてお

りますけれども、高齢者の中にはそれを映すそのデッキを持ちでない

方もいらっしゃるんですね。それで、貸出し用として町でデッキを用

意する考えはないでしょうか。２点目、ホームページでございますが、

コロナ感染の状況が日々変わります。いち早くお知らせする方法とし

ては、本来であれば情報をすべて防災無線で行うのが良いのでしょう

が、それには実際的には無理があります。ホームページでは、本当に

広報に掲載されていない内容がたくさん盛り込まれているんですよ

ね。それで、特に高齢者に知ってほしい内容もたくさん掲載されてお

ります。しかし、ホームページに載っているということを知らない方

も多いように思われます。最近では、高齢者もスマホなどの端末をお

持ちの方がふえてまいりました。まず、ホームページを見ていただく

ことは大事だと思いますので、防災無線でいろいろな放送をした時、

その後にでも、ぜひホームページで見てくださいと、その一言を言う

ことで、皆さん見てくださる方がふえると思いますので、ぜひとも防

災無線で一声かけていただけたらなと思います。３番目のコロナ関係

の相談窓口設置ですが、今回のコロナウイルス感染症というのは初め

て経験するもので、町民にとっては、本当にいろいろな不安なことを

どこに聞いているのかわからないという声がございました。コロナ関

係で迷った時や困った時に、迷わず聞ける窓口があることは安心につ

ながると思います。先ほど、あいくるにもあるということなので、安

心はしましたが、今回、保健福祉課以外のいろんな相談があると思い

ます。それで、本庁舎にも１カ所必要ではないかなと、そのように思

います。４番目の新しい生活様式ですが、これまで高齢者には、健康

促進のために、多くの人と会って、食事も会話も多くの人と楽しみま

しょうと、高齢者の方にはお伝えしてきました。老人会やひだまりサ

ロンなどの多くの集まりで、皆さんは楽しまれたと思います。しかし、

突然このコロナ感染を控えるために、全く違う生活様式に変えていく

ことをお勧めします、ということを国で言われました。突然そのよう

に高齢者に言われても、すぐに切りかえることは、とても精神的な負

担が大きいと感じております。確かに、そのオンラインを利用しての

オンライン診療、買い物、離れた子どもや孫と逢えるのは、そのよう

なツールというのは確かに便利ではありますけれども、しましょうと

いって、高齢者がすぐできるものではないと思っておりますので、今

後高齢者対象の様々な事業などで講習会を開いていただき、そこでオ

ンラインの普及を図っていただけたらと思います。それと、特に今後

また感染が発生した時に病院に入院している患者の方は面会ができな

くなります。その時、町立病院内での家族とのオンライン面会の考え

はいかがでしょうか。５番目の、病院受診などへの、車を持たない高
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齢者への送迎の考え方ですが、御答弁では、保健所に行く前に保健所

と連携して対応していただくという答弁でした。その前の段階の、病

院を受診するときの考え方なんですが、南幌町の町立病院のホームペ

ージには、新型コロナウイルス感染症について、相談、受診の目安と

して、重症化しやすい方、発熱、咳などの比較的軽い風邪の症状があ

る場合でも、高齢者の方はご相談してくださいとありました。しかし、

各都道府県の帰国者接触者相談センターのホームページでは、公共交

通機関での利用は避けてくださいと書かれております。自家用車で連

れていける家族がいれば、自家用車で行くことは可能ですけれども、

家族がいる方ばかりではありませんし、だからといって３７．５度以

上を超える発熱をしている方に自家用車で運転をして行かせることも

危険だと思います。どうやって検査を受けに行ったらよいのか、本当

に疑問を感じました。送迎でお困りの方には、ぜひ相談してください。

その告知が何かの形の形であれば、住民の方も安心できると思います

ので、そこのところも考えていただきたいと思います。また、今後コ

ロナ感染疑いの患者を送迎しなければいけないケースが出てくること

も想定に入れまして、体制は、今後整えておくべきではないかなと思

っております。大切な町民の生命を守っていただくために、しっかり

とした感染防止を行っていただける送迎業者への財政支援も必要では

ないかと考えますが、その５点お伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再質問) 

佐藤議員の再質問にお答えします。ＤＶＤデッキも当然必要な部分

かと思いますが、これを導入して貸し出すとしたら、全町民を対象に

となれば、台数がなんぼあっても足りないです。各集落センターだと

か、コミュニティーセンターとか、そういうところであればテレビや

何かあるでしょうから、そういう部分も検討して、どのぐらいが必要

なのかと、できるものかできないものか個人で皆さんが欲しいと言わ

れても、なかなかこれは難しい状況かと思います。そういうことで、

町のやっている事業に参加していただければ、そういう部分がだいぶ

解消されると思っていますので、今予防を張りながらだいぶ保健福祉

課で事業を展開しております。また、地域のカフェサロン等も再開の

話を聞いておりますので、それらを活用していただいて出ていただけ

ればと思っております。 

それから、防災無線はあくまでも防災無線で緊急時に使うものです

から、毎度コロナでという話にはちょっとこれはなじまないと、防災

無線にはなじまないと思います。それより、地デジ放送見ていただけ

れば瞬時に入っていますので、そっちのほうの利用を促していったほ

うが早いのかなというふうに思っております。 

それから、相談窓口ということですが、先ほど答弁させていただい

たとおり、総合相談窓口をあいくるに持っていますのでそれで十分だ

と思います。各連絡がきた部分は、そちらのほうにも回すことは可能

でありますので、そういう体制をとって今進めて、今数件ご案内あっ
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ても、そちらのほうに回して対応策をお互い取り合っているところで

ありますから、今のままで十分対応できるのではないだろうかなと。

それから、各課に情報が入っても、そこと連絡をしながら今進めてお

りますので、二つ作るということは非常に後でまた面倒なことになり

ますので、あくまでも一つが私はいいのではないかなというふうに思

っております。 

オンラインもなかなか難しい問題があって、できる人とできない人

がありますから、これは非常に検討する余地は当然あるのでしょうけ

ども、そこよりまず、今できることを先にやると。いろんな事業展開

が始まりましたので、そこにまず出向いてもらうというのが一番で、

そういう促し方を町民のお年寄りの皆さんにしていくのが一番かなと

いうふうに思っていますし、お年寄りが集まる場所でもまた、そうい

うお話ができるような形もとっていきたいなというふうに思っていま

す。 

それから、勘違いしないでください。このコロナ対策は二次感染、

三次感染が一番恐ろしいです。そういう疑いがあるのは、あくまでも

保健所と相談して、町単独でやって出たら大変なことになりますので、

車であろうが何であろうが、あくまでもそういう疑いのあるのは相談

してくださいということで、毎回テレビや新聞にも出ていますけれど

も、うちも同じです。うちも指定病院ではありません。だから、疑い

があればまず症状を電話でも何でもいいですから連絡をしてもらっ

て、本当にどうなのかこうなのか。例えば救急車でも同じです。隊員

が何も感じないで行って、それがたまたまその人がコロナ持っていた

ら、そこへ皆さんつながって、帰ってきたら消防署員全員にまた被害

を受けるというそういう恐ろしさもあります。それから病院も同じで

す。普通の風邪だとかそういうので連れてこられても、実際はコロナ

だったらみんなに感染する可能性が非常にあります。ですから、保健

所へ連絡して最善の策を作るのが、私は感染防止の一番大事ではない

かなと。思いはわかりますけれども、これは見えない敵と闘っていま

す、ですので、慎重には慎重をきたしていかないと二次災害、三次災

害になっちゃうと町が大変なことになりますので、もし疑いのある方

はまず連絡をいただくと。それでどう対応するかというのは、考えて

いかなければならない事案だと思っております。 

議  長 ２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再々質問) 

再々質問させていただきます。先ほどのＤＶＤのデッキなんですけ

れども、高齢者全員というお話ではなくて、せめて２、３台、町にあ

れば借りたいという人のために貸すことができるのではないかなとい

う、そういう考えで質問させていただきました。今回の高齢者のコロ

ナ対策なんですけれども、本当にどの報道を見ても、高齢者が一番感

染しておりますし、高齢者が一番死亡率が高いわけでございます。南

幌町でも、６５歳以上の方が２，３００人以上いるわけですね。本当

に今のところ、その医療、介護の皆さんには本当に努力をいただいて、
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一人も感染することもなく、拡大することもなく南幌町はいっていま

すが今、やはりこれからのことを考えると、この２，３００人以上の

方の高齢者の命をしっかり守っていかなくてはいけないのではないの

かなという、そういう思いで今回質問させていただきました。 

先日、新型コロナ対策を柱とする第２次補正予算が可決、成立いた

しました。本町でも、経済対策とか観光事業とか子育て教育施策、感

染対策をしっかり考えていただいております。しかしですね、特に重

症化や死亡率が高い高齢者を対象とした感染対策の支援が少なく、本

当に残念に思っております。マスクや消毒液の確保で、高齢者が何時

間もお店に並んだというお話をお聞きしております。通常より値段が

高くても、やはり感染予防のためには買わなければなりません。本当

に年金だけで暮らしていらっしゃるご高齢の方であれば、なおさら家

計にも大きな打撃になると、そのように思います。せめて、消毒液や

せっけん、マスクなどを購入できる商品券を配布できるような取り組

みを、町でもするべきではないのかなと、そのように考えるところで

はございますが、町長の考えをお伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

佐藤委員の再々質問にお答えをいたします。いろいろお年寄りが行

動しながら、私どももいかにお年寄りが今後担いでやっていくかとい

うことで、今、対策を立てながら、先ほど申し上げたように、動ける

事業を順次再開をしています。その中で、この感染要望等々もお話も

させていただいて、いるし、これからもそういう対策を取りながら、

お年寄りがしっかりこのコロナに立ち向かっていただきたいなという

ふうに思っております。それから、マスク等の配布、商品券というお

話もありましたけれども、７５歳以上に１世帯１０枚、６月１日にお

送りをさせていただきました。それらを含めていますと、まだまだこ

の関連対策も含めて、優先順位の高い、やらなければならない事業が

たくさんあります。まだどのぐらいうちの町に２次補正が来るのかも

何にもわかっておりません。ですので、優先順位を考えながら、町民

に対して少しでもコロナに負けない、そんなことで、事業が展開して

いきたいなと思っていますので。いろいろ検討もさせていただきます

が、そういう優先順位があるということでご理解いただければと思い

ます。それから、ＤＶＤのデッキについては、台数は少ないというの

はわかるんですが、一度に来られたら二、三台でまわるわけでして、

あまりそれでどうのこうのと言われたくないし、だから、先ほど申し

上げた、いろんな集会できる場所で、もしあればそういうところにお

貸しできるのがいいのかなというふうに思っています。どちらにして

も、大事なお年寄りには元気でいていただきたいので、そういう面で

できる対策については、今後もやってまいりたいなと思っております。 

議  長 以上で一般質問を終結いたします。 

場内時計で、１１時１５分まで休憩をいたしたいと思います。 

 （午前１１時  分） 



２２ 

 

 （午前１１時１５分） 

議  長 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

日程５ 議案第４２号から、日程８ 議案第４５号までの４議案に

ついて、関連がございますので一括提案をいたします。 

●日程５ 議案第４２号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条 

例制定について 

 ●日程６ 議案第４３号 令和２年度南幌町一般会計補正予算 

（第４号） 

 ●日程７ 議案第４４号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予算 

（第１号） 

 ●日程８ 議案第４５号 令和２年度南幌町介護保険特別会計補正 

予算（第１号） 

 以上、４議案を一括して議案といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第４２号から議案第４５号の４

議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

始めに、議案第４２号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条例

制定につきましては、介護保険法施行令の改正に伴い、本案を提案す

るものです。 

次に、議案第４３号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第４号）

につきましては、歳出では、新型コロナウイルス感染症対策として実

施する地域経済や住民生活支援関連事業及び学校情報通信ネットワー

ク環境施設整備事業に係る経費、幌向運河河道掘削工事費等の追加、

歳入では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の国

庫支出金、南幌工業団地工業用地売払収入等の追加が主な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億７，

４５０万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出そ

れぞれ８０億３，７５８万４，０００円とするものです。 

次に、議案第４４号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予算（第

１号）につきましては、歳出では、新型コロナウイルス感染症予防対

策として、臨時診察室開設及び隔離病棟整備等に係る経費の追加、歳

入では、一般会計繰入金の追加が主な理由です。 

その結果、収益的支出では、既定予算に３３２万９，０００円を追

加し、６億９，４８９万６，０００円とし、資本的収支では、既定予

算に７７４万２，０００円を追加し、１億１，８２３万７，０００円

とするものです。 

次に、議案第４５号 令和２年度南幌町介護保険特別会計補正予算

（第１号）につきましては、歳出では、過年度保険料還付金の追加、

歳入では、低所得者保険料軽減基準割合の改正に伴う、介護保険料の

減額並びに一般会計繰入金の追加が主な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億２９万９，０
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００円とするものです。 

議案第４２号及び議案第４５号につきましては保健福祉課長が、議

案第４３号につきましては副町長が、議案第４４号につきましては、

病院事務長が説明いたしますので、宜しく御審議賜りますようお願い

申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長 それでは議案第４２号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条例

制定について御説明いたします。 

改正内容につきましては、所得の少ない方の保険料を軽減するため

に第１号被保険者保険料の一部を改正するもので、この度の減額賦課

については、令和元年１０月の消費税率引き上げに伴い実施するとさ

れていたところ、令和元年度においては、完全実施の２分の１の減額

幅で基準を定めていましたので、令和２年度からの完全実施にむけて

改正するものでございます。 

それでは、別途配布いたしました議案第４２号資料の新旧対照表に

て御説明いたします。左側が改正後の新条例、右側が改正前の旧条例、

アンダーラインの箇所が改正部分です。 

第２条は、平成３０年度から令和２年度までの保険料を定めていま

す。第１項では元号の改正を、第２項から第４項につきましては、所

得の少ない方へ別枠公費を投入し軽減を図るもので、第２項では、保

険料段階が第１段階の基準額に対する割合を、現行の０．３７５を０．

３にすることで、年額保険料２４，３００円を１９，４００円に軽減

するものです。第３項では、第２段階の基準額に対する割合を現行の

０．６２５を０．５にすることで、年額保険料４０，５００円を３２，

４００円に軽減するものです。第４項では、第３段階の基準額に対す

る割合を現行の０．７２５を０．７にすることで、年額保険料４７，

０００円を４５，４００円に軽減するものです。 

附則として、第１項、この条例は、公布の日から施行する。 

第２項は、経過措置の定めです。 

以上で 議案第４２号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条例

の説明を終わります。 

議  長 副町長。 

副 町 長 それでは、議案第４３号 令和２年度 南幌町一般会計補正予算（第

４号）の説明を行います。 

初めに、歳出から説明いたします。１４ページをごらんください。 

２款総務費１項２目文書広報費、補正額１，１００万円の追加です。

広報・広聴活動事業で、新型コロナウイルス感染症対策として、感染

終息後における地域活性化を目的に、町内外へ更なる情報を発信する

ためホームページの更新を行うものです。 

８目防災諸費、補正額８００万円の追加です。避難所衛生環境確保

事業で、災害発生時に避難所を開設する際の新型コロナウイルス感染

症対策として、避難所内における衛生環境確保のための消耗品及び備
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品を購入するものです。 

３款民生費１項３目老人福祉費、補正額４７６万円の追加です。 

介護保険特別会計繰出金で、詳細は、後ほど特別会計補正予算で説

明いたします。次ページにまいります。 

２項１目児童福祉総務費、補正額５万２，０００円の追加です。児

童福祉総務経費で、平成３０年度国庫負担金確定に伴う過年度返還金

の追加です。 

２目児童措置費、補正額５５万円の追加です。児童手当支給経費で、

マイナンバーの情報連携に伴う児童手当システム改修経費を追加する

ものです。 

３目保育所費、補正額６２万７，０００円の追加です。国の新型コ

ロナウイルス感染症対策の保育体制強化事業によるもので、清掃業務

等を行う職員の配置経費について、いちい保育園に補助するものです。 

４款衛生費１項１目保健衛生総務費、補正額２２５万円の追加です。

母子保健事業で、新型コロナウイルス感染症対策として、妊婦が安心

して出産できるよう、健診の際のタクシー利用や感染症対策に必要な

物品購入などの支援を目的に、妊婦１人につき５０，０００円の支援

金を給付するものです。 

４目病院費、補正額１，１０７万１，０００円の追加です。病院事

業会計繰出金で、新型コロナウイルス感染症対策として、臨時診察室

の開設費用などを繰出すものです。詳細は、後ほど特別会計補正予算

で説明いたします。次ページにまいります。 

５款農林水産業費１項２目農業振興費、補正額６９１万３，０００

円の追加です。担い手育成対策事業で、強い農業・担い手づくり総合

支援事業補助金として、国の融資事業による農業機械導入予定者１名

分の補助金を追加するものです。 

６款商工費１項１目商工振興費、補正額２，８３１万１，０００円

の追加です。緊急経済支援事業で、新型コロナウイルス感染症対策と

して、子育て世帯の経済的負担軽減と本町経済の活性化を目的に、１

８歳までの子ども１人につき１万円、さらに、ひとり親世帯に対して

３万円の商品券を配布する「子育て応援チケット事業」、そして、コロ

ナウイルス感染症の影響を大きく受けた町内飲食店の経営支援を目的

に、全町民を対象に５，０００円の飲食券を３，０００円で販売する

「飲食店応援チケット事業」に要する経費として、２事業分、２，８

３１万１，０００円を追加するものです。次ページにまいります。 

７款土木費２項２目道路維持費、補正額２，７９４万５，０００円

の追加です。町道管理経費で、幌向運河河道掘削工事について、事業

許可額が増額となったことから、予定の事業区間を延長するものです。 

３項２目公園費、補正額はありません。財源内訳を変更するもので

す。 

４項１目住宅管理費補正額１５８万４，０００円の追加です。道公

営住宅受託管理事業で、柳陽団地道営住宅の老朽化した電気温水器４
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台を更新するものです。 

９款教育費１項３目教育振興費、補正額７，１４４万６，０００円

の追加です。次ページにかけて、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、大学生等生活支援金給付事業はアルバイト収入の減少など、経済

的な影響を受けている大学生等の学びの継続を支援することを目的

に、自宅外で生活している学生に５万円、自宅で生活している学生に

は３万円を給付するため、１，１１０万円を追加するものです。学校

情報通信ネットワーク環境施設整備事業は、国のＧＩＧＡスクール構

想を踏まえた、校内ＬＡＮ環境や児童生徒・教職員が利用するＩＣＴ

環境などの整備に係る経費として、６，０３４万６，０００円を追加

するものです。 

４項４目文化振興費、補正額はありません。財源内訳を変更するも

のです。 

１０款公債費１項１目元金、補正額はありません。財源内訳を変更

するものです。 

次に、歳入の説明を行います。１１ページをごらんください。 

１５款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金、補正額２３６万３，

０００円の追加です。４節介護保険国庫負担金、低所得者保険料軽減

割合の基準改正に伴い、国の負担分を追加するものです。 

２項１目総務費国庫補助金、補正額７，７２９万４，０００円の追

加です。１節総務管理費国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金です。 

２目民生費国庫補助金 補正額６７万９，０００円の追加です。２節

児童福祉費国庫補助金、子ども・子育て支援事業費補助金３６万６，

０００円、保育対策総合支援事業費補助金３１万３，０００円を追加

するものです。 

５目教育費国庫補助金、補正額２，３４８万７，０００円の追加で

す。３節教育総務費国庫補助金、公立学校情報通信ネットワーク環境

施設整備費補助金で、国のＧＩＧＡスクール構想を踏まえた環境整備

に係る補助金です。 

１６款道支出金１項１目民生費道負担金、補正額１１８万２，００

０円の追加です。５節介護保険道負担金、低所得者保険料軽減割合の

基準改正に伴い、道の負担分を追加するものです。 

２目土木費道負担金、補正額１５８万４，０００円の追加です。道

営住宅管理事業に係る負担金です。次ページにまいります。 

２項２目民生費道補助金、補正額１５万６，０００円の追加です。

６節児童福祉費道補助金、保育対策総合支援事業費補助金です。 

４目農林水産業費道補助金、補正額６９１万３，０００円の追加で

す。１節農業費道補助金、強い農業づくり事業補助金です。 

１７款財産収入２項１目不動産売払収入、補正額３，９００万円の

追加です。１節土地建物売払収入で、南幌工業団地工業用地を北広島

市に本社を置く、株式会社三和重機に売却したものです。 
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１９款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額２，７３４万９，

０００円の減額です。財源調整を行うものです。次ページにまいりま

す。 

２１款諸収入５項５目雑入、補正額９００万円の追加です。１節雑

入で、飲食店応援チケット事業に係る販売収入です。 

２２款町債１項５目土木債、補正額２，７９０万円の追加です。１

節道路整備事業債、幌向運河河道掘削事業に係る起債です。 

８目教育債、補正額１，２３０万円の追加です。１節教育施設整備

事業債、学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る起債です。 

以上、歳入歳出それぞれ １億７，４５０万９，０００円を追加し、

補正後の総額を ８０億３，７５８万４，０００円とするものです。 

次に、地方債補正の説明をします。６ページをごらんください。 

第２表 地方債補正 追加分です。学校情報通信ネットワーク環境

施設整備事業について、新たに追加するものです。なお、限度額、起

債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりです。次ページにまいり

ます。 

変更分です。幌向運河河道掘削事業について、事業費の増額により、

限度額を変更するものです。なお、起債の方法、利率、償還の方法は

変更ありません。 

以上で、議案第４３号の説明を終わります。 

議  長 病院事務長。 

病院事務長 それでは、議案第４４号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予算

（第１号）の説明をいたします。３ページをごらんください。 

初めに、収益的収入及び支出の収入から御説明いたします。１款病

院事業収益２項４目他会計繰入金、補正額３３２万９，０００円の増

額、新型コロナウイルス感染予防対策事業医療器具等の購入分として

一般会計から繰入を行うものでございます。 

次に、支出について説明いたします。 １款病院事業費用１項２目材

料費、補正額７１万円の増額でございます。４節医療消耗備品では、

非接触式体温計、パルスオキシメーター駆血帯など、感染症専用診察

室設置に伴う医療消耗備品を購入するものでございます。 

３目経費では、補正額２６１万９，０００円の増額でございます。

６節消耗備品では、隔離用パーテーション、オゾン脱臭機、ケアース

ロープ等の購入費として２５０万１，０００円の増額、１１節修繕費

では、感染症専用診察室電源工事費として１１万８，０００円の増額

でございます。次ページにまいります 

次に、資本的収入及び支出の収入から御説明いたします。１款資本

的収入２項１目繰入金、７７４万２，０００円の増額です。増額の主

なものは、２節一般会計繰入金で、新型コロナウイルス感染予防対策

事業のため感染症専用診察室２棟の設置や隔離病棟用入院ベッド、ベ

ッドサイドモニター、ストレッチャー等の購入分として一般会計から

繰入を行うものでございます。 
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次に、支出について御説明いたします。１款資本的支出１項１目固

定資産購入費、７７４万２，０００円の増額でございます。支出の主

なものは、１節器械及び備品購入費で、新型コロナウイルス感染予防

対策事業に係る医療機器及び備品購入をするもので、感染症専用診察

室用スーパーハウスの購入、点滴チェアーベッド、ストレッチャー、

診察机、隔離病棟用にリモートコントロールベッド、ベッドサイドモ

ニター等を購入するものでございます。１ページにお戻りください。 

第２条 病院事業会計予算、第３条で定めた収益的収入及び支出に

つきまして、病院事業収益の総額を７億７５１万３，０００円、病院

事業費用の総額を６億９，４８９万６，０００円に改めるものでござ

います。 

次に、第３条 病院事業会計予算第４条で定めた資本的収入及び支

出につきまして、資本的収入の総額を１億５６０万２，０００円、資

本的支出の総額を１億１，８２３万７，０００円に改めるものでござ

います。資本的収入が資本的支出に対し、不足する額１，２６３万５，

０００円は、損益勘定留保資金より補てんするものでございます。 

以上で、議案第４４号の説明を終わります。 

議  長 保健福祉課長。 

保健福祉課長 それでは、議案第４５号 令和２年度 南幌町介護保険特別会計補正

予算（第１号）の説明をいたします。 

 初めに歳出の説明をいたします。９ページをごらんください。 

６款 諸支出金１項１目第１号被保険者還付金、補正額１０万円の

追加でございます。２２節償還金利子および割引料、保険料還付金及

び加算金で１０万円の追加。新型コロナウイルスに係る介護保険料減

免に伴う還付金を見込み追加するものです。 

歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。 

１款介護保険料１項１目第１号被保険者保険料、補正額４７２万６，

０００円の減額でございます。１節現年度分、第１号被保険者介護保

険料で、４７２万６，０００円の減額。低所得者保険料軽減基準割合

の改正に伴う減額でございます。 

次に、６款繰入金１項４目低所得者保険料軽減繰入金、補正額４７

２万６，０００円の追加でございます。１節現年度分低所得者保険料

軽減繰入金で４７２万６，０００円の追加。低所得者の保険料軽減を

行うに当たり不足する第１号被保険者保険料に充てるものでございま

す。 

続いて、２項１目介護給付費等準備基金繰入金、補正額１０万円の

追加でございます。新型コロナウイルスに係る保険料還付金追加に伴

い、基金から繰入を行うものでございます。 

以上、歳入歳出それぞれ１０万円を追加し、補正後の総額を８億２

９万９，０００円とするものでございます。 

以上で、議案第４５号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
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質疑に当たりましては議案ごとに行います。 

初めに、議案第４２号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条例

制定についての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑はありませんので、議案第４２号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第４３号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第４号）

の質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑はありませんので、議案第４３号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第４４号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予算（第

１号）の質疑を行います。 

８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 ８番 菅原です。４ページの支出についてお伺いいたします。まず

最初に、先ほど町長の答弁の中にもありましたように、本町は指定病

院にはなっていないというお答えがありました。その中で特別臨時診

察室を設けるということで、その使い分け、用途ですね、それをお伺

いいたします。 

それと今現在裏のほうに、先日も新聞報道にもありましたようにコ

ンテナが一つあります。それと、今お話がありましたように、もう１

棟付けるのかなと思いますけれども、その用途をお伺いいたします。

それと関連ですけれども、医師、看護師、そのコンテナに入られる医

師、看護師の防護服はどのようにされるのか。失礼しました。スーパ

ーハウスについてお伺いいたします。それとですね、医師、看護師の

防護服をどのようにされるのか。今、大変ニュースなんかでも毎日の

ように報道されていますけれども、それをその院内感染を防ぐために

は、何ていうんですかね重装備をして、それから中に入る時も消毒も

含めまして、かなりの対策をされているようでございます。それでレ

ッドゾーン、イエローゾーンなどの住み分け、歩き方などもされてい

るようですけれども、そこのところをどのようにされるのか。 

それと、先ほどスーパーハウスのことをお聞きしましたけれども、

今はお電話にて受け付けますけれども、その中でも受け付けられる患

者さん、それから受け付けられない患者さんがいられると聞いており

ます。今後はその方々に対して、どのようなことをされるのか。この

スーパーハウスを作ることによって、今後、抗体検査なども含めまし

てできることは町立病院でされていくおつもりなのかをお伺いいたし

ます。以上です。 

議  長 病院事務長。 

病院事務長 ただいまの菅原議員の質問についてお答えいたします。まず、指定

病院の関係ですね。この指定病院というのは、まず重症化した患者が

完全隔離の状況で入院できる病院が指定病院という形になってござい
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ます。当院については今、完全隔離ができませんので、一般病院の中

で受け入れをしている病院という位置付けになります。それで、一般

に受け入れしてる病院というのは、実は唯一、公的病院だけがやって

いまして、民間では今、例えば上気道の症状があるとか、そういった

患者さんについてはもう門前払いの状況でございます。当院としては、

そういった町民の方が出ると大変困るということで、いかなる症状に

ついても症状を聞いて受け入れるようにはしてございますので、その

ために今回、完全隔離する、院内の中に感染者を入れないということ

で、一般の受診者と完全分離させる上でですね、今回スーパーハウス

２棟を置いて、そこを診察室として診療を行うということにしてござ

います。 

それから、裏に今現在、リースでお借りしている１棟がございます。

これが実は７月一杯でリースが切れるものですから、その後、今回の

予算の中で新たに２棟を設置するということにしてございます。この

２棟というのは、１棟については診察室、それからもう１棟について

は、待合室と医師・看護師が防護服に着替えをする着替え所という形

で設置をさせていただきたいということで考えております。現在は、

救急処置室の中で着替えをして、外来の廊下を通って外へ行くという

形ですので、必ずしもその防護服を着て一般外来のところを通るのが

どうかなということで、完全に外のスーパーハウス１棟で着替えてい

ただいてそのまま診察室に入り、終わってからその防護服は既にもう

感染したものですから、それを完全にまたほかにうつらないように、

きちっとした感染予防の処置する箱がありますからその中に、そこで

脱いで院内には持ち込まないというふうにさせていただければなとい

うことで考えてございます。 

それから、医師・看護師の防護服の関係ですけど、コロナの対策が

強く言われる前から、当院については十数着を用意してございました。

あとそれに加えて、簡易なエプロン式の防護衣もありますので、かな

りの数のストックがございました。現在も、そこそこは業者のほうか

ら購入したり、あと寄付で相当数寄附をいただいたりということでご

ざいますので、今現在は、この防護服については足りているような状

況でございます。 

それから、レッドゾーンの関係ですね。こういう症状がある方から

電話をしていただいて、それで症状があるかどうか聞き取りを行って

います。当院としては、玄関のロビーを入ってすぐから症状のある方

はレットゾーンに入っていただくという形で、院内には入らないで裏

のスーパーハウスのほうに行っていただいています。そこで診察を受

けて、受けた後もそこで待っていただくと。そして、保健所からの指

示があるまでそこで待機してもらいます。完全に一般の受診者と分け

るような感じで、入ってすぐにレットゾーンという形で敷いてござい

ます。 

それから、電話で何か受付する方、されない方ということなんです
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が、基本的には、うちは電話が来て、いかなる重症な症状があっても、

うちの場合についてドクターは受け付けております。それで先日もあ

ったんですけど、肺炎の症状があって、ＣＲＰも２０．なんぼという

ものすごい高い炎症度を示している方がおりまして、それも受け付け

て保健所とドクター・トゥ・ドクターで相談をし、その方については

岩見沢市立病院へ転院となっております。いかなる患者についても当

院としては受け付けないということはしていませんので、よろしくお

願いしたいと思います。 

抗体検査等のことですけど、今、抗体検査については、今やってい

るＣＲＰというのは抗原抽出検査という、抗原があるかどうかという

のを調べる検査で、これからかかった方を検査するのが抗体検査なん

です。その抗体検査については、今はキットがありますけど、まだ一

般化されていないというのが現状です。それで今、一部のクリニック

では、保険診療ではなくて自費で抗体検査をやっています。本人負担

で約１万５，０００円かかるということで聞いています。当院として

は、なるべく保険適用されてから検討しようということで考えており

ます。近年のテレビ等で見ていますと、ＣＲＰ検査も、一般の病院の

ほうに降ろすような考えもあるということを聞いていますので、町民

の不安解消のために、当院でもＣＲＰ検査だとか、あと抗体検査、そ

れを導入していければということで今、医療安全委員会の中で打ち合

わせをしてございます。以上です。 

議  長 ８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 

（再質問） 

８番 菅原です。今、丁寧な御説明をいただき、その中で何点かま

たお聞きしたいと思います。現在、裏にあるコンテナを基準としまし

て、大きさはどのぐらいの大きさなのかということを１点お伺いいた

します。スーパーハウスですね。 

この中もこれから夏に向けまして、７月、８月、９月ぐらいまで北

海道は大変暑くなりますけれども、３０度超えの日も何日かあろうか

と思います。熱があって具合の悪い患者さん、それから医師、看護師

の方も、それから、その方々のエアコン設備というんですかね、今は

簡易なものも売っていますから、そういうものを入れることができる

のかどうか、それが１点。 

それと、先ほど大きさとかをお伺いしましたけれども、もう一つの

ほうは患者さんの待合室、それから先生方の着替えと大変、用途を使

われるのかなと思いますけれども、これ、先生が出られた後、それか

ら患者さんが出られた後、日によっては何回か出入りがあるかと思い

ますけれども、これもやはり保菌対策、除菌対策をきちんとしなけれ

ばいけないと私は思いますけれども、その先生がそこで着替えをされ

るということに、ちょっと私は危惧を抱いております。それで今、防

護服につきましても、１０着ありますということですけれども、私も

あんまり詳しくはないですけれども、テレビ報道でしか私はわからな

いんですが、その防護服につきましては、各病院で脱ぎ捨て、使い捨
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てを使われているようなんですが、この１０着というのが使い捨ての

ことを指しているのか、それともまた全く別の、マスクにしましても

すごい頑丈なマスクなどもありますから、そういうことを指している

のか、そこのところを１点お伺いいたします。暑さ対策と防護服につ

きまして、それとコンテナの大きさですね。以上です。 

議  長 病院事務長。 

病院事務長 

（再答弁） 

お答えします。まず１点目の大きさですが、コンテナにつきまして

は、入り口が二つ、それから窓が二つ付きまして、大きさについては

約８畳ほどの大きさのものを２棟購入したいと考えております。 

それから、その中の暑さ対策ですけど、一応診察室には家庭用のエ

アコンを設置する用意がございます。というのは、これからやはり議

員言われたとおり、暑さが非常に厳しくなってきますので、エアコン

と冷暖房を兼ねたエアコンを設置する予定でございます。それから、

次に、消毒の関係ですね。当然今もそうなんですけど、診察が終わっ

たら、診察室というのは全部消毒液で消毒をして、ある一定の時間を

置いてから次の患者さんを入れるという形にしていますので、その辺

の消毒は徹底してございますので、安心していただいて結構だと思い

ます。 

それから、防護服の関係ですけど、１０着というのは当初うちのほ

うで持っていた数が１０着ということで、現在は１００着ぐらいの在

庫がございますので、十分ではないかと思います。それから、最近に

なりまして、業者のほうから、少しずつではございますけど納品がご

ざいますので、まずまず足りているのかなということで考えてござい

ます。あとは、コンテナの中で着替えして、汚染物質ですね、それな

んですけど、今だいたい見ていると、やはり診察室にそのまま患者さ

んは入ってきますので、１棟は丸々空いているんですよね。空くよう

な感じですので、当然患者さんが待っている場合については、そこで

着替えはしませんので、患者さんが次に入っていないとなると、そこ

で着替えをして汚染物質を集荷するという形になります。その辺は、

その時々を見て、使い分けていきたいなということで考えてございま

す。以上です。 

議  長 ほかにありませんか。 

５番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 ５番 志賀浦です。今いろいろ聞かれた中で、だいたい理解はした

んですけども、先ほど言ったように、何か電話対応で１件対応できた

という話がありましたが、例えば、先ほどちょっと言ったのは、保健

福祉課のほうの地域包括支援センターと病院とで、２月から６月ぐら

いまでどのぐらいの件数の相談があったのか教えていただきたい。 

もれなく対応しているという話を聞くんですけど、私のほうには苦

情も来ているんですよね。電話対応で保健所に連絡してくださいとい

う話です。それで保健所に電話したらつながらないという状況です。

仕方がなくて、翌々日ぐらいに、ほかの町の病院に行きましたと、肺
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炎傾向があったということで数日入院したという。それでまた、コロ

ナではなかったからよかったんですけれども、そういう話も聞いてお

ります。件数がどのぐらいあって、全部に本当に対応できているのか、

その辺ちょっとお伺いいたします。 

議  長 病院事務長。 

病院事務長 ただいまの質問にお答えいたします。対応の件数ですけど、これま

でコロナウイルスが騒がれてから現在まで、だいたい対応の数は病院

で２０件、保健福祉課で５件ということになってございます。病院の

中で、この２０件の中で、ＰＣＲ検査を実際に保健所と連絡しながら

行ったのが７件でございます。あとの１３件は症状、それから当院で

胸部のＸＰだとかＣＴを撮った時に肺炎の症状がないということで、

保健所の指示でＰＣＲ検査は要らないということで指示があった件数

が１３件です。 

それから、今御指摘の保健所に電話をしてくれと、ほかの病院に行

ったというのは、ちょっと申し訳ないですが、私どもは把握してござ

いませんでした。もし、そういうことがあるのであれば、今後注意し

て、電話を受ける職員だとか窓口にもお伝えしておきます。以上です。 

議  長 ５番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 

（再質問） 

件数が２０件のうち５件ということで、件数をおさえていることは

良いことかと思っています。そのうち７件がＰＣＲ検査に行ったと。

だから苦情がきたところは、そうしたら違うのかなという気がしない

でもないんですけど、これはまた私のほうで聞いておきます。聞いて

おきますけども、そういう苦情があった事実があったということで押

さえてほしいと思います。 

あと、受付というか窓口のほうが、例えばそういう相談窓口があっ

たときには、例えば、看護師長が最初にそこで対応するとか、先生が

直接対応するとか、例えば、院内の中に感染症に対する理解のあるチ

ームがしっかりしているのかどうか、その辺も伺いたいと思います。 

議  長 病院事務長。 

病院事務長 

（再答弁） 

対策チームの関係ですけれど、４月から看護副師長が任命されまし

たので、現在のところは、窓口でそういった症状があるとか、あと電

話で上気道の症状があるとかと言いますと、すぐに看護副師長のほう

と変わって容体を聞き取っています。看護師長のほうが担当ドクター

に話をつなぎまして、当院に来てもらうか、あと保健所と連絡をして

違う病院に移ってもらうかと、そういう流れで行っています。それで、

対策チームとしては、窓口から受付、それから地域連携の数名がおり

ますが、そちらとも情報共有して、なるべく詳しく窓口で症状を聞い

て、適切な診療ができるように、チーム全体で情報を共有してござい

ます。 

議  長 ほかにありませんか。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４４号についての質疑を終結いた
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します。 

次に、議案第４５号 令和２年度南幌町介護保険特別会計補正予算

（第１号）の質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４５号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本４議案につきましてはこの際討論を省略し、

直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。採決に当たりましては議案ごとに行いま

す。 

議案第４２号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条例制定につ

いては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

議案第４３号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第４号）は、

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

議案第４４号 令和２年度南幌町病院有会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

議案第４５号 令和２年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

場内時計で、１時１５分まで休憩といたします。 

 （午後１２時０２分） 

 （午後 １時１５分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

議案第４６号から日程１０ 議案第４７号までの２議案につきまし

て、関連がございますので一括提案いたします。 

●日程９  議案第４６号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正 

する条例制定について 

●日程１０ 議案第４７号 令和２年度南幌町国民健康保険特別会 

計補正予算（第１号） 

以上、２議案を一括して議題といたします。 
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理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました 議案第４６号から議案第４７号の

２議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

初めに、議案第４６号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正する

条例制定につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保

険者等に係る傷病手当金の支給を規定するため、本案を提案するもの

です。 

次に、議案第４７号 令和２年度南幌町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）につきましては、歳出では、傷病手当金の追加、歳入

では、保険給付費等交付金の追加が主な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億２，２８２

万４，０００円とするものです。 

詳細につきましては、住民課長が説明いたしますので、宜しく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは、議案第４６号及び議案第４７号の２議案について、御説

明申し上げます。 

初めに、議案第４６号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正する

条例について、御説明申し上げます。 

本条例の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止

対策として、給与等の支払を受けている被保険者が、新型コロナウイ

ルス感染症に感染したこと又は感染が疑われる症状が現れたことによ

り療養し、労務に服することができず、給与等の支払を受けることが

できなくなった場合において、一定期間に限り、傷病手当金を支給す

るため、本条例の一部を改正するものであります。 

それでは別途配布しています、議案第４６号資料 南幌町国民健康

保険条例の一部を改正する条例、新旧対照表をごらんください。左側

が改正後の新条例であり、今回の改正は、現行条例の附則第１８項の

次に６項を加える改正内容となっております。 

まず、第１９項については、対象者及び支給要件の規定で、給与等

の支払を受けている被保険者が新型コロナウイルスの感染等により、

労務に服することができなくなった場合は、労務に服することができ

なくなった日から起算して、３日を経過した日以降の、就労不能日数

に係る傷病手当金を支給するとしています。 

次に、第２０項は支給額の規定で、傷病手当金の額は、１日につき、

直近３カ月間の給与等の収入額を、就労日数で除した額の３分の２に

相当する金額としており、健康保険法に定める標準報酬月額等級の最

高等級の場合における額の３分の２の額を上限額としています。 

なお、この上限額については、令和２年３月現在で３万８８７円で

ございます。次ページにまいります 

第２１項は支給期間の規定で、支給期間は１年６か月を超えないも
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のとしています。 

次に、第２２項から第２４項については、傷病手当金と給与等との

調整の規定で、傷病手当金が支給される期間において、給与等の支払

いを受けることができる者に対しては、傷病手当金の支給調整を行う

としています。 

最後に、附則でございます。 

第１項は、この条例の施行期日の規定です。この条例は公布の日か

ら施行する。 

第２項は、この条例の適用区分を規定するもので、ここでいう規則

で定める日というのは、令和２年９月３０日でございます。 

 

続きまして、議案第４７号 令和２年度南幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）の説明を申し上げます。 

初めに、歳出の説明をします。８ページをごらんください。 

２款保険給付費１項６目傷病手当金は目を新設し 補正額３０万円

の追加です。新型コロナウイルスの感染等により、労務に服すること

ができなくなった被保険者に対して、申請により傷病手当金を給付す

るため追加するものです。なお、補正額の算定にあたっては、国から

示された係数等により算出しています。 

次に、歳入の説明をします。７ページをごらんください。 

４款道支出金１項１目保険給付費等交付金 補正額３０万円の追加

です。歳出で説明しました、傷病手当金については、全額特別調整交

付金で措置されることから、歳出と同額の３０万円を追加するもので

す。 

以上、歳入歳出それぞれ、３０万円を追加し、補正後の総額を１０

億２，２８２万４，０００円とするものです。 

以上で、議案第４６号、議案第４７号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑に当たりましては議案ごとに行います。 

初めに、議案第４６号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正する

条例制定について質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４６号については質疑を終結いた

します。 

次に、議案第４７号 令和２年度南幌町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）の質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４７号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本２議案につきましてはこの際討論を省略し、

直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 
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それでは採決いたします。採決に当たりましては議案ごとに行いま

す。 

議案第４６号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定

については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定をいたしました。 

議案第４７号 令和２年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

●日程１１ 議案第４８号 町税条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第４８号 町税条例の一部を改

正する条例制定につきましては、地方税法等の改正に伴い、本案を提

案するものです 

詳細につきましては、税務課長が説明いたしますので、宜しく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。税務課長。 

税務課長 議案第４８号 町税条例の一部を改正する条例制定について御説明

いたします。 

このたびの町税条例の一部改正は、３月３１日に公布された地方税

法等の一部改正で、１０月１日以後に施行される規定、並びに、新型

コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に

及ぼす影響の緩和を図るため、４月３０日に公布された地方税法等の

一部改正規定について行うものでございます。地方税法等の一部改正

により、町税条例の改正を施行期日等の関係から、３条建てとしてお

ります。 

第１条の主な改正は、葉巻たばこの課税方式の見直し、新型コロナ

ウイルスに係る特例措置に伴う規定の整備でございます。 

第２条の主な改正は、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡

婦控除の見直し、葉巻たばこの課税方式の見直し、新型コロナウイル

スに係る特例措置に伴う規定の整備でございます。 

第３条の主な改正は、法人税における連結納税制度の見直しに係る

規定の整備でございます。 

それでは、別途配布しました議案第４８号資料 町税条例の一部を

改正する条例の新旧対照表で御説明いたします。左が改正後の新条例、

右が改正前の旧条例であり、アンダーラインを付した箇所が改正部分

でございます。 

第１条の改正でございます。 第９４条は「たばこ税の課税標準」



３７ 

 

に関する規定で、法改正に伴い、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこ

の本数への換算方法について、規定するものでございます。 

続いて、２ページ、制定附則、第１０条は、「読替規定」で、新型コ

ロナウイルスの措置に係る法改正に伴い、引用条をくわえるもので、

一定の中小事業者等が所有し、事業の用に供する一定の家屋及び償却

資産について、平成３年度分の固定資産税の課税標準に零又は２分の

１を乗じる特例措置を講ずるものでございます。 

第１５条の２は「軽自動車税の環境性能割の非課税」に関する規定

で、新型コロナウイルスの措置に係る法改正に伴い、臨時的軽減の適

用期限を６月延長するものでございます。 

第２３条は「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に

係る手続」に関する規定で、条例に委任している事項の細目を定める

規定を追加するもので、徴収猶予の取下げとみなす期間に係るもので

ございます。 

続きまして、３ページ、第２条による改正についてご説明します。

第２４条は「個人の町民税の非課税の範囲」に関する規定で、法改正

に伴い、夫の寡夫を対象から除き、ひとり親を対象に追加するもので

ございます。 

第３４条の２は「所得控除」に関する規定で、法改正に伴い、ひと

り親控除を追加する等の所要の措置でございます。 

４ページにかけての第３６条の２は、法改正に伴い、引用項を改め

るものでございます。４ページ下段の第９４条は「たばこ税の課税標

準」に関する規定で、法改正に伴い、軽量な葉巻たばこに係る紙巻た

ばこの本数への換算方法の２段階目の改正でございます。 

続いて、５ページ、制定附則。第３条の２及び次ページ第４条は延

滞金に関する規定で、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に

伴う、規定の整備でございます。 

続いて、６ページ下段、第１０条は、法改正に伴い、引用条を改め

るものでございます。 

７ページ、第１７条及び次ページにかけての第１７条の２は町民税

の課税の特例に関する規定で、低未利用土地等を譲渡した場合の長期

譲渡所得に係る課税の特例の創設に伴う、規定の整備でございます。 

続いて、８ページ、第２４条は「新型コロナウイルス感染症等に係

る寄附金税額控除の特例」に関する規定で、法改正に伴い、条例に委

任している事項の細目を定めるもので、入場料金等払戻請求権の放棄

規定の適用に係る規定の追加でございます。 

第２５条は「新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別

税額控除の特例」に関する規定で、地方税法の追加に伴い、適用期限

を令和１６年度分まで延長する、規定の追加でございます。 

続きまして、９ページ、第３条による改正について御説明します。

第１９条は延滞金に関する規定で、法改正に伴い引用項、字句を改め

るものでございます。 
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続いて、１０ページ、第２０条は条例の項の削除に伴うもの等でご

ざいます。 

第２３条は「町民税の納税義務者等」に関する規定で、法改正に伴

い略称規定の追加等の整備を行うものでございます。 

下段、第３１条から１９ページにかけての第５２条までは、法人に

係る規定で、法人税法において通算法人ごとに申告を行うこととする

こと等に伴う規定の整備でございます。 

続いて、１９ページ、制定附則。第３条の２第２項は、法改正に伴

い、引用項を削るものでございます。 

続きまして、２０ページ、改正附則でございます。 

第１条は「施行期日」を規定するものでございます。公布の日、並

びに１０月１日以後、記載の施行日となります。 

第２条は「延滞金に関する経過措置」を規定するものでございます。 

第３条及び次ページ第４条は「町民税に関する経過措置」を規定す

るものでございます。 

２１ページ、下段の第５条及び第６条は「町たばこ税に関する経過

措置」を規定するものでございます。 

以上で議案第４８号 町税条例の一部を改正する条例制定について

の説明を終了します。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声）それでは採決いたします。 

議案第４８号 町税条例の一部を改正する条例制定については、原

案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

●日程１２ 議案第４９号 南幌町手数料徴収条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第４９号 南幌町手数料徴収条

例の一部を改正する条例制定につきましては、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、本

案を提案するものです 

詳細につきましては、住民課長が説明いたしますので、宜しく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは、議案第４９号 南幌町手数料徴収条例の一部を改正する条

例について、御説明申し上げます。 
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本条例の改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、個人番号通知カ

ードが廃止となったことから、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

それでは別途配布しています、議案第４９号資料 南幌町手数料徴

収条例の一部を改正する条例、新旧対照表をごらんください。左側が

改正後、右側が改正前、下線の箇所が改正部分でございます。 

個人番号通知カードの廃止に伴い、第２条第１２号「個人番号通知

カードの再交付手数料 １件につき５００円」を削除し、第１３号か

ら第３２号までを１号ずつ繰り上げるものであります。 

最後に、附則でございます。この条例は公布の日から施行する。 

以上で、議案第４９号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第４９号 南幌町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定に

ついては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声）御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり

可決することに決定をいたしました。 

●日程１３ 議案第５０号 南幌町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議

題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５０号 南幌町家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

制定につきましては、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準の改正に伴い、本案を提案するものです。 

詳細につきましては、保健福祉課長が説明いたしますので、宜しく

御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長 それでは、議案第５０号 南幌町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について御説明

いたします。 

この条例は、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事

業、事業所内保育事業の設備及び運営基準について国の基準省令を踏

まえて市町村が条例を定めているもので、当町には、該当施設はあり

ませんが条例を整備しているものでございます。この度の改正は、子

ども子育て支援新制度施行後５年の見直しに係る対応方針を受け、国
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の基準省令が改正されたものです。 

別途配布いたしました議案第５０号資料の新旧対照表にて、御説明

いたします。左側が新条例、右側が旧条例、下線の箇所が改正部分で

す。 

第６条では、家庭的保育事業者等と保育所等との連携について規定

しています。第４項の保育所等との連携では、さまざまな対応策の活

用により引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、

卒園後の受け入れ先確保のための連携施設の確保は不要であると明確

化するために、第１号と２号を加えるものです。次の第５項では、第

４項第２号を加えたことによる条文の整理です。２ページにまいりま

す。 

第２３条第２項第２号は、条文の整理です。 

次の第３７条の居宅訪問型保育事業では、第１号から第５号に保育

を提供できる対象を規定していますが、第４号に保護者の疾患や障が

い等により養育を受けることが困難な乳幼児に対する保育の実施が可

能であることを明確化するために加えるものです。 

附則として、この条例は、公布の日から施行する。 

以上で、議案第５０号の説明を終了します。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を終了し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５０号 南幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり

決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

●日程１４ 議案第５１号 南幌町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５１号 南幌町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定につきましては、子ども・子育て支援法等の改

正に伴い、本案を提案するものです。 

詳細につきましては、保健福祉課長が説明いたしますので、宜しく

御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。保健福祉課長。 
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保健福祉課長 議案第５１号 南幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

御説明いたします。 

この条例は、認定こども園や保育所及び小規模保育事業や事業所内

保育事業などの運営基準について国の基準を踏まえて市町村が条例を

定めているもので、この度の改正は、先に説明しました議案第５０号

と同様に対応方針に沿った見直しによるものです。 

別途配布いたしました議案第５１号資料の新旧対照表にて御説明い

たします。左側が改新条例、右側が旧条例、下線の箇所が改正部分で

す。 

第４２条では、地域型保育事業者と特定教育・保育施設等との連携

について規定しています。第４号の特定教育・保育施設等との連携で

は、さまざまな対応策の活用により引き続き教育・保育の提供を受け

ることができる場合には、卒園後の受け入れ先確保のための連携施設

の確保は不要であると明確化するために、第１号と第２号を加えるも

のです。 

２ページの第５項では、第４項第２号を加えたことによる条文の整

理です。 

附則として、この条例は、公布の日から施行する。 

以上で、議案第５１号の説明を終了します。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

議案第５１号 南幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

●日程１５ 議案第５２号 南幌町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５２号 南幌町放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定につきましては、国の放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準の改正に伴い、本案を提案するものです。 

詳細につきましては、保健福祉課長が説明いたしますので、宜しく

御審議賜りますようお願い申し上げます。 
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議  長 内容の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長 それでは 議案第５２号 南幌町放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

御説明いたします。 

この条例は、学童保育事業の設備及び運営基準について国の基準省

令を踏まえて市町村が条例を定めているものでございます。 

この度は、放課後児童支援員の研修機会の拡大と職員の経過措置に

ついて改正するものです。 

別途配布いたしました議案第５２号資料の新旧対照表にて、御説明

いたします。左側が改正後の新条例、右側が改正前の旧条例、アンダ

ーラインの箇所が改正部分です。 

第９条については各号において、放課後児童支援に係る職員の基礎

資格等を規定しており、この度改正する第３項では、放課後児童支援

員は、都道府県知事又は指定都市の長が行う研修を修了しなければな

らないとされておりましたが、この度の改正により、研修実施者とし

て中核市の長が実施できることとなったため加えるものであります。 

附則として、第２条、職員の経過措置では、放課後児童支援員の規

定の適用を令和７年３月３１日まで経過措置を設けるものです。 

この条例は、公布の日から施行する。 

以上で、議案第５２号についての説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５２号 南幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案の

とおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

●日程１６ 議案第５３号 南幌町後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５３号 南幌町後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、北海道後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、本

案を提案するものです。 

詳細につきましては、住民課長が説明いたしますので、宜しく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 
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議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは、議案第５３号 南幌町後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例について、御説明申し上げます。 

本条例の改正につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療に関する条例の改正に伴い、本町において行う事務に傷病

手当金の支給に係る申請書の受付を加える必要があることから、本条

例の一部を改正するものであります。 

それでは別途配布しています、議案第５３号資料新旧対照表をごら

んください。左側が改正後、右側が改正前、下線の箇所が改正部分で

ございます。 

第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に、第８号として広域連

合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を加

えるものであります。 

附則として、この条例は公布の日から施行する。 

以上で、議案第５３号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５３号 南幌町後期高齢医療高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例制定については、原案のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

●日程１７ 議案第５４号 国民健康保険町立南幌病院条例の一部

を改正する条例制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５４号 国民健康保険町立南

幌病院条例の一部を改正する条例制定につきましては、国の地域医療

構想を踏まえ、病床数の削減と病床機能の転換を図るため、本案を提

案するものです。 

詳細につきましては、病院事務長が説明いたしますので、宜しく御

審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。病院事務長。 

病院事務長 それでは、議案第５４号 国民健康保険町立南幌病院条例の一部を

改正する条例制定について御説明申し上げます。 

今回の改正は、国の地域医療構想を踏まえ、病床数の削減と病床機

能の転換を図るもので、一般病床のみの６０床へ転換し、効率的で収
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益性の高い病床へと転換をするものでございます。 

別途配布してあります議案第５４号資料、国民健康保険町立南幌病

院条例の一部を改正する条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思

います。右側が改正前、左側が改正後、アンダーライン部分が改正部

分でございます。 

国民健康保険町立南幌病院条例第２条第３項第１号中、２６床を６

０床に改め、同項第２号を削除する。 

附則として、この条例は、令和２年８月１日から施行する。 

以上で、議案第５４号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。議案第５４号 国民健康保険町立南幌病

院条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

●日程１８ 議案第５０号 農業委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

局長に朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５５号 農業委員会委員の任

命につきましては、現農業委員の任期満了に伴い、地域や団体からの

推薦などによる候補者を評価する南幌町農業委員候補者評価委員会の

結果を踏まえ、１２名を任命いたしたく、議会の同意を求めるもので

す。御同意賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

議  長 本案につきましては人事案件でございます。この際質疑討論を省略

し、直ちに採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５０号 農業委員会委員の任命については、原案のとおり同

意することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意すること

に決定いたしました。 

●日程１９ 報告第２号 放棄した非強制徴収公債権等の報告につ

いてを議題といたします。 
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理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました報告第２号 放棄した非強制徴収公

債権等の報告につきましては、南幌町債権管理条例第１５条第２項の

規定により、報告するものです。 

詳細につきましては、税務課長が説明いたしますので、宜しく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。税務課長。 

税務課長 報告第２号 放棄した非強制徴収公債権等の報告について御説明い

たします。 

本報告は、南幌町債権管理条例第１５条第１項に基づき、放棄した

非強制徴収公債権等について、同条第２項の規定により報告するもの

でございます。 

それでは、別途配布しました報告第２号資料 放棄した非強制徴収

公債権等の報告について 令和元年度債権放棄調書で御説明いたしま

す。左から債権の名称、放棄した事由、人数、件数、金額、放棄の時

期でございます。 

上から公営住宅使用料、事由別では、時効期間経過１名３件９，７

９３円。生活困窮状態２名６０件１４５万９，１４５円。債務者死亡

１名１件９，０８７円で、合計は４名６４件１４７万８，０２５円で

ございます。 

次に、学校給食費、時効期間経過２１名２４１件１０９万２４円、

生活困窮状態３名５６件３３万９，９６０円。債務者死亡４名５４件

２３万１６４円で、合計は２８名、３５１件、１６６万１４８円でご

ざいます。 

次に、町立南幌病院診療費、時効期間経過１７名、２０件、１１万

９，９３９円。生活困窮状態３名７件２０万３，７８４円。債務者死

亡４名１４件６５万４，３２８円。債務者居所不明１名１件１万６９

０円で、合計は２５名４２件９８万８，７４１円でございます。 

総合計は、債権者数５７名、債権の件数４５７件、債権の額４１２

万６，９１４円で、放棄の時期は、いずれも令和２年３月３１日でご

ざいます。 

以上で、報告第２号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

報告第２号 放棄した非強制徴収公債権等の報告については報告済

みといたします。 

●日程２０ 報告第３号 令和元年度南幌町一般会計繰越明許費繰

越計算書についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました報告第３号 令和元年度南幌町一般

会計繰越明許費繰越計算書につきましては、地方自治法施行令第１４
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６条第２項の規定により、報告するものです。 

詳細につきましては、総務課長が説明いたしますので、宜しくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは、報告第３号、令和元年度南幌町一般会計繰越明許費繰越

計算書について御説明いたします。次ページをごらん願います。 

今回御報告する繰越明許費につきましては、本年３月第１回議会定

例会において議決をいただいているものでございます。内容といたし

ましては、５款農林水産業費１項農業費、事業名 農業経営高度化促

進事業、翌年度繰越額５８０万円。国の補正による、鶴城１期地区及

び鶴城２期地区に係るパワーアップ事業分となります。令和元年度内

に執行することができないため、翌年度に繰り越すものです。 

以上で、報告第３号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

報告第３号 令和元年度南幌町一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いては報告済みといたします。 

●日程２１ 発議第７号 総務常任委員会、産業経済常任委員会、

議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

３委員会の所管事務調査につきましては、定例会ごとの承認案件で

ございます。提案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

 

追加日程１ 発議第８号から追加日程３ 発議第１０号の３議案を

日程に追加し、議題といたしたいと思いますか。御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、追加日程１ 発議第８号から追加

日程３ 発議第１０号までの３議案を追加いたします。 

●追加日程１ 発議第８号 林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実強化を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

６番 本間 秀正議員。 

本間議員 （朗読により説明する。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 
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それでは採決いたします。 

発議第８号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実強化

を求める意見書の提出については、提案のとおり採択することに御異

議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり採択すること

に決定をいたしました。 

●追加日程２ 発議第９号 新たな基本計画における農村振興の強

化を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

６番 本間 秀正議員。 

本間議員 （朗読により説明する。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

発議第９号 新たな基本計画における農村振興の強化を意見書の提

出については、提案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり採択すること

に決定をいたしました。 

●追加日程３ 発議第１０号 介護負担増計画の凍結を求める意見

書の提出についてを議題といたします。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 （朗読により説明する。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声）御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

発議第１０号 介護負担増計画の凍結を求める意見書の提出につい

ては、提案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり採択すること

に決定をいたしました。 

 

以上で、本定例会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま
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した。ただいまをもって閉会いたしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、本定例会はただいまをもって閉会

といたします。 

どうもご苦労さまでした。 

 （午後２時２０分） 

 


